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は じ め に

静岡県人事委員会は、人事行政の専門的機関として、県職員の採用試
験の実施や、県職員の給与、勤務時間等の勤務条件についての県議会及
び知事への勧告、また、不利益処分に関する職員からの審査請求の審査
などの事務を行っています。

この年報は、令和６年度に実施したこのような事務の概要をまとめた
ものです。また、採用試験の実施や給与の勧告の状況等については、経
年の推移を資料編として掲載しました。

県民の皆さまや関係各位にとりまして、この年報が、人事委員会の行
う事務について理解を深めていただく一助となれば幸いです。

令和７年６月

静岡県人事委員会委員長 小 川 良 昭
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＜本 編＞



第１章 組織及び運営

人事委員会は、地方公共団体の職員の任免や給与制度等の人事管理が適正に

行われるよう、知事や教育委員会、警察本部長などの各任命権者の権限の行使

をチェックし、専門的視点からの調査研究や勧告などを行う機関として地方公

務員法に基づき設置されている公平・中立な第三者機関です。

このような役割を果たすため、人事委員会では、公平かつ透明性のある県職

員採用試験の実施、民間事業所の給与実態調査を踏まえた議会及び知事への勤

務条件に関する報告・勧告、さらに、職員からの不利益処分に関する審査請求

及び勤務条件に関する措置要求の審査などの業務を行っています。

１ 人事委員会の設置

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第７条第１項の規定により、都道

府県及び指定都市は条例で人事委員会を置くものとされており、静岡県にお

いては、昭和 26 年６月 12 日静岡県人事委員会設置条例（昭和 26 年静岡県条

例第 28 号）により人事委員会が設置されました。

２ 人事委員会委員

人事委員会は３人の委員をもって構成する合議制の行政委員会であり、

その委員は議会の同意を得て知事が選任します。

任期は４年であり、令和７年４月１日現在の委員は次のとおりです。

職 名 氏 名 任 期 備 考

委員長

（非常勤）
小川 良昭

Ｈ20.８.１～Ｈ22.７.30

Ｈ22.７.31～Ｈ26.７.30

Ｈ26.７.31～Ｈ30.７.30

Ｈ30.７.31～Ｒ４.７.30

Ｒ４.７.31～Ｒ８.７.30

５期目

弁護士

委員長就任Ｈ23.７.15

委員

（非常勤）
岡部 比呂男

Ｒ１.７.15～Ｒ５.７.14

Ｒ５.７.15～Ｒ９.７.14

２期目

元会社役員

委員

（常 勤）
八木 敏裕 Ｒ７.４.１～Ｒ７.８.11

１期目

元県職員

委員長職務代理者
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３ 人事委員会の権限

人事委員会の権限は、地方公務員法に規定されており、これを大別すると

次のとおりです。

（令和７年４月１日現在）

行 政 権 限 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関すること

を管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること

人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福

利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、

その成果を議会若しくは知事又は任命権者に提出すること

人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会

及び知事に意見を申し出ること

人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること

給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置につい

て議会及び知事に勧告すること

職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行う

こと

職員の給与がこの法律及びこれに基づく条例に適合して行

われることを確保するため必要な範囲において、職員に対す

る給与の支払を監理すること

職員の苦情を処理すること

職員団体の登録、労働基準監督機関としての権限の行使、贈

与等報告書の審査、退職管理の適正の確保等を行うこと

準立法的権限 人事委員会の権限に属する事項について人事委員会規則を

制定すること

準司法的権限 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること

職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁

決をすること
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４ 人事委員会の開催状況

令和６年度に開催した人事委員会の会議は 30 回（定例会 26 回、臨時会

４回）で、計 208 件の事案について審議等を行いました。

回

数
開催年月日 区分 内 容

１ Ｒ６.４.３ 議題 公平審査

２ Ｒ６.４.17 議題 管理職手当に関する規則の一部改正

公平審査

令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

報告 令和６年職種別民間給与実態調査の実施

令和５年度職員からの苦情相談の状況

臨１ Ｒ６.４.30 議題 令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

３ Ｒ６.５.８ 議題 公平審査

令和６年度静岡県職員採用試験（大学卒業程度）の

実施

令和６年度静岡県職員採用試験（高等学校卒業程度）

の実施

令和６年度静岡県職員採用試験（短期大学卒業程度）

の実施

令和６年度静岡県職員（職務経験者）採用試験の実施

令和６年度静岡県職員（障害のある方）採用試験の実施

令和６年度静岡県職員（就職氷河期世代）採用試験の

実施

４ Ｒ６.５.22 議題 贈与等報告書の審査

公平審査

公平審査

一般職任期付職員の採用の承認等

報告 令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

令和６年度新設事業所等の号別決定の結果

５ Ｒ６.６.13 議題 地方公務員法第５条第２項に基づく意見

令和６年能登半島地震の被害に伴う職員の職務に専

念する義務の免除に関する臨時措置について（通知）

の廃止

公平審査

公平審査

静岡県職員採用候補者名簿（大学卒業程度）（早期試

験）の確定

報告 職員の給与に関する規則の一部改正
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回

数
開催年月日 区分 内 容

６ Ｒ６.６.26 議題 公平審査

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体

の管理職員等の範囲を定める規則の一部改正

報告 令和６年職種別民間給与実態調査の実施結果

７ Ｒ６.７.10 議題 静岡県職員の特殊勤務手当に関する規則等・通知の

改正

公平審査

静岡県警察官Ａ（第１回）及び警察官Ｂ（第１回）

採用候補者名簿の確定

令和６年度静岡県警察官Ａ採用試験（第２回）の実施

令和６年度静岡県警察官Ｂ採用試験（第２回）の実施

報告 公平審査

解雇予告除外認定

８ Ｒ６.７.24 議題 静岡県職員の旅費に関する条例等の運用方針（通知）

の一部改正

公平審査

公平審査

公平審査

報告 令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

９ Ｒ６.８.21 議題 令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

公平審査

公平審査

公平審査

管理職員等の範囲を定める規則の一部改正

静岡県職員採用候補者名簿（大学卒業程度）の確定

報告 令和６年人事院勧告の概要

令和６年人事委員会勧告に向けた作業スケジュール

10 Ｒ６.９.４ 議題 令和６年度定例会開催日程の変更

令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則による

時間外勤務の上限時間を超えて時間外勤務を命じ

た職員等の状況（令和５年度分）

公平審査

贈与等報告書の審査

静岡県職員採用候補者名簿（職務経験者）の確定
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回

数
開催年月日 区分 内 容

11 Ｒ６.９.11 議題 令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

静岡県立学校教育職員の業務量の管理等に関する規

則による時間外在校等時間の上限時間を超えた職員

の状況（令和５年度分）

時間外勤務上限規制に係る指導助言通知の文案協議

時間外在校等時間の上限に係る助言通知の文案協議

最低賃金引き上げに伴うパートタイム会計年度任

用職員の報酬の基本額に関する承認

公平審査

12 Ｒ６.９.17 議題 地方公務員法第５条第２項に基づく意見

令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

時間外勤務上限規制に係る指導助言通知の文案協議

時間外在校等時間の上限に係る助言通知の文案協議

応急防災等作業手当に係る人事委員会が相当する

と認める作業の承認及び手当額の定め

報告 令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

13 Ｒ６.９.24 議題 職員の給与に関する規則及び管理職手当に関する

規則の一部改正

令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

時間外勤務上限規制に係る指導助言通知の文案協議

時間外在校等時間の上限に係る助言通知の文案協議

公平審査

公平審査

一般職の任期付職員の採用の承認等

14 Ｒ６.10.１ 議題 令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

公平審査

令和６年度定期外試験の実施

報告 勤務条件に関する措置要求

15 Ｒ６.10.11 議題 令和６年職員の給与等に関する報告及び勧告

勤務条件に関する措置要求

公平審査

一般職の任期付職員の採用の承認等

令和６年度静岡県職員採用試験（大学卒業程度）の

実施

令和６年度静岡県職員（職務経験者）採用試験の実施
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回

数
開催年月日 区分 内 容

16 Ｒ６.11.６ 議題 令和６年度定例会開催日程の変更

再任用された職員への手当支給の拡大

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

公平審査

静岡県職員採用候補者名簿（高等学校卒業程度）の

確定

静岡県職員採用候補者名簿（短期大学卒業程度）の

確定

静岡県職員採用候補者名簿（障害のある方）の確定

静岡県職員採用候補者名簿（就職氷河期世代）の確

定

報告 一般職の任期付職員の採用の取りやめ

臨２ Ｒ６.11.15 議題 公平審査

17 Ｒ６.11.18 議題 公平審査

報告 令和５年（行ウ）第22号措置要求決定取消等請求事件

令和７年度当初予算

令和７年度静岡県職員採用試験の改善

18 Ｒ６.12.4 議題 地方公務員法第５条第２項に基づく意見

公平審査

公平審査

贈与等報告書の審査

静岡県警察官Ａ（第２回）及び警察官Ｂ（第２回）

採用候補者名簿の確定

19 Ｒ６.12.11 議題 通勤手当の運用について（通知）の一部改正

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

公平審査

20 Ｒ６.12.23 議題 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則・通知の

一部改正

初任給調整手当に関する規則・通知の一部改正

会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正

給料の調整額の調整基本額について（通知）の制定

辺地公署に勤務していた職員が教育委員会へ異動

した場合の優遇措置の調整
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回

数
開催年月日 区分 内 容

20 Ｒ６.12.23 議題 60 歳を超える任期付職員及び臨時的任用職員におけ

る号給決定の特例について（承認申請）の変更承認

フルタイム会計年度任用職員の給料月額に関する

承認及びパートタイム会計年度任用職員の報酬の

基本額に関する承認

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

公平審査

静岡県職員採用試験（大学卒業程度）（早期試験）

の改善

21 Ｒ７.１.９ 議題 勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

公平審査

不利益処分についての審査請求に関する規則等の

一部改正

静岡県職員採用候補者名簿（大学卒業程度）の確定

静岡県職員採用候補者名簿（職務経験者）の確定

行政職（行政Ⅰ・行政Ⅱ）への不合格基準（面接否）

の適用

静岡県職員採用試験（大学卒業程度）（秋季試験）

の新設

22 Ｒ７.１.23 議題 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額に関

する承認

管理職員特別勤務手当の見直し

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

不利益処分についての審査請求に関する規則等の一

部改正

令和７年度静岡県職員採用試験（大学卒業程度）

（早期試験）の実施

令和７年度の職務経験者試験の実施時期の変更

静岡県職員（就職氷河期世代）採用試験の廃止

一般職の任期付職員の任期の更新の承認

報告 令和５年（行ウ）第 22号措置要求決定取消等請求事件
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回

数
開催年月日 区分 内 容

23 Ｒ７.２.５ 議題 勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

勤務条件に関する措置要求

公平審査

不利益処分についての審査請求に関する規則等の一

部改正

令和７年度静岡県職員・警察官採用試験の実施予定

令和７年度静岡県警察官Ａ・Ｂ採用試験の改善

24 Ｒ７.２.19 議題 令和６年度定例会開催日程の変更

地方公務員法第５条第２項に基づく意見

公平審査

不利益処分についての審査請求に関する規則等の一

部改正

令和７年度静岡県警察官Ａ採用試験（第１回）の実施

令和７年度静岡県警察官Ｂ採用試験（第１回）の実施

令和７年度静岡県警察官（社会人等経験者）採用試験

（第１回）の実施

令和７年度静岡県警察官（情報処理）採用試験（第１

回）の実施

令和７年度静岡県警察官Ａ採用試験（第２回）の実施

令和７年度静岡県警察官Ｂ採用試験（第２回）の実施

令和７年度静岡県警察官（社会人等経験者）採用試験

（第２回）の実施

令和７年度静岡県警察官（情報処理）採用試験（第２

回）の実施

職員任用事務取扱要綱の一部改正

一般職の任期付研究員の採用の承認

臨３ Ｒ７.２.26 議題 職員の給与に関する規則及び管理職手当に関する

規則の一部改正

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一

部改正

会計年度任用職員の給与等に関する規則の改正

公平審査

報告 解雇予告除外認定
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回

数
開催年月日 区分 内 容

25 Ｒ７.３.14 議題 令和 7 年度定例会の開催日程等

静岡県人事委員会事務局文書管理規則の廃止

静岡県人事委員会事務局文書管理規程の廃止及び

静岡県人事委員会公文書管理規程の制定

勤務条件に関する措置要求

公平審査

公平審査

贈与等報告書の審査

職員の任用に関する規則等の一部改正

競争試験によることが適当でないと認める職

一般職の任期付職員の任期の更新の承認

臨４ Ｒ７.３.17 議題 職員の給与に関する規則等の一部改正

初任給調整手当に関する規則の一部改正

住居手当に関する規則・通知の一部改正

通勤手当に関する規則・通知の一部改正

単身赴任手当に関する規則・通知の一部改正

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則・通知の

一部改正

会計年度任用職員の給与等に関する規則・通知の一

部改正

公平審査

公平審査

報告 令和５年（行ウ）第 22号措置要求決定取消等請求事件

令和６年度事業所調査の実施結果

解雇予告除外認定

26 Ｒ７.３.28 議題 令和７年度定期人事異動に伴う出向の命令及び任命

地域手当に関する規則・通知の一部改正

特地勤務手当等に関する規則の一部改正

管理職員特別勤務手当に関する規則等・通知の一部

改正

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正

静岡県職員の特殊勤務手当に関する規則・通知の一

部改正

職員の退職手当に関する規則の一部改正

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一

部改正
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回

数
開催年月日 区分 内 容

26 Ｒ７.３.28 議題 職員の給与に関する規則第２条第９号から第 11 号

までの「人事委員会がこれに準ずると認める試験」

について（通知）の一部改正

経験年数を有する者の号給の決定について(通知)

の一部改正

令和７年改正給与条例附則第２項及び第３項等の

規定に基づく号給の切替え及び号級の調整につい

て（通知）の制定

復職時等における号給の調整の運用について(通

知）の一部改正

給与条例附則第 16 項等の規定による給料に関する

規則の運用について（通知）の一部改正

公益的法人等に派遣される職員等の特例措置要綱

等の一部改正

職員の給与に関する規則等の一部改正

職務の級の決定及び管理職手当の区分の特例に関

する承認

主任職への昇格の特例の承認

パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額に

関する承認

公平審査

公平審査

静岡県一般職の任期付職員の採用等に関する規則

等の一部改正

静岡県職員の公益的法人等に関する規則の一部改正

合

計

合計 3０回

(定例会 26 回）

(臨時会４回)

合計 208 件

（議 題 186 件）

（報 告 22 件）

（その他 0 件）
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人事委員会の会議の様子

左から、八木委員、小川委員長、岡部委員(令和７年度撮影）

-11-



（１）意見の申出

地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、議会から人事委員会の意見

を求められ、次のとおり意見の申出を行いました。

議決年月日

(意見提出年月日)
議案番号 件 名 概 要 意見

Ｒ６.６.13

(Ｒ6.６.13）

令和６年６月

県議会定例会

第 90 号

知事等の損害賠償責

任の一部免責に関す

る条例の一部を改正

する条例

地方自治法施行令の

改正に伴う所要の改

正

異議

なし

Ｒ６.６.13

(Ｒ6.６.13）

令和６年６月

県議会定例会

第 91 号

静岡県職員の特殊勤

務手当に関する条例

の一部を改正する条

例

応急防災等作業手当

の支給対象業務の拡

大、現行業務の支給

要件の見直し等に伴

う所要の改正

異議

なし

Ｒ６.６.13

(Ｒ6.６.13）

令和６年６月

県議会定例会

第 92 号

静岡県教職員の特殊

勤務手当に関する条

例の一部を改正する

条例

応急防災等作業手当

の新設等に伴う所要

の改正

異議

なし

Ｒ６.６.13

(Ｒ6.６.13）

令和６年６月

県議会定例会

第 93 号

静岡県地方警察職員

の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改

正する条例

災害応急作業等手当

の支給対象業務の拡

大、現行業務の支給

要件の見直し等に伴

う所要の改正

異議

なし

Ｒ６.９.17

(Ｒ６.９.18）

令和６年９月

県議会定例会

第 118 号

静岡県職員の退職手

当に関する条例の一

部を改正する条例

雇用保険法及び刑法

等の改正に伴う所要

の改正

異議

なし

Ｒ６.９.17

(Ｒ６.９.18）

令和６年９月

県議会定例会

第 120 号

刑法等の一部を改正

する法律の施行に伴

う関係条例の整理に

関する条例（職員の

給与に関する条例の

一部改正、職員の分限

に関する条例の一部

改正、静岡県教職員の

給与に関する条例の

一部改正、静岡県地方

警察職員の給与に関

する条例の一部改正

に係る部分に限る。）

刑法等の改正に伴う

所要の改正

異議

なし
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議決年月日

(意見提出年月日)
議案番号 件 名 概 要 意見

Ｒ６.12.４

(Ｒ６.12.４）

令和 6 年 12 月

県議会定例会

第 147 号

職員の給与に関する

条例等の一部を改正

する条例（職員の給

与に関する条例の一

部改正、静岡県一般職

の任期付研究員の採

用等に関する条例の

一部改正、静岡県一般

職の任期付職員の採

用等に関する条例の

一部改正、会計年度任

用職員の給与等に関

する条例の一部改正）

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ６.12.４

(Ｒ６.12.４）

令和 6 年 12 月

県議会定例会

第 148 号

静岡県教職員の給与

に関する条例の一部

を改正する条例

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ６.12.４

(Ｒ６.12.４）

令和 6 年 12 月

県議会定例会

第 149 号

静岡県地方警察職員

の給与に関する条例

の一部を改正する条

例

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 24 号

静岡県一般職の任期

付職員の採用等に関

する条例及び静岡県

職員の育児休業等に

関する条例の一部を

改正する条例

一定期間で終了する

業務や一時的に増加

する業務に従事する

職員等を任期を定め

て採用することがで

きるようにするため

や静岡県人事委員会

の勧告に基づき特定

任期付職員の給与制

度の改定等を行うた

めの所要の改正

異議

なし
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議決年月日

(意見提出年月日)
議案番号 件 名 概 要 意見

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 25 号

職員の給与に関する

条例等の一部を改正

する条例（職員の給

与に関する条例の一

部改正、静岡県一般職

の任期付研究員の採

用等に関する条例の

一部改正、会計年度任

用職員の給与等に関

する条例の一部改正、

地方公務員法の一部

を改正する法律の施

行に伴う関係条例の

整備に関する条例の

一部改正）

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 26 号

静岡県教職員の給与

に関する条例の一部

を改正する条例

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 27 号

静岡県地方警察職員

の給与に関する条例

の一部を改正する条

例

静岡県人事委員会の

勧告に基づき職員の

給与の改定等を行う

ための所要の改正

異議

なし

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 30 号

静岡県職員の特殊勤

務手当に関する条例

の一部を改正する条

例

対人折衝業務等手当

への統合、支給対象

業務の見直し等に伴

う所要の改正

異議

なし

Ｒ７.２.19

(Ｒ７.2.19)

令和７年２月

県議会定例会

第 31 号

職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する

条例の一部を改正す

る条例

育児・介護休業法の

改正に伴う所要の改

正

異議

なし
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（２）規則の制定・改廃

地方公務員法第８条第５項の規定に基づき、次のとおり人事委員会規則

の制定・改廃を行いました。

規則番号

議決年月日

公布年月日

(適用年月日)

規則の名称 概 要

1-63

Ｒ７.３.14

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.１)

静岡県人事委員会事

務局文書管理規則を

廃止する規則

静岡県公文書等の管理に関す

る条例等の施行に伴う規則の

廃止

6-60

Ｒ７.３.14

Ｒ７.３.27

（Ｒ７.４.１)

職員の任用に関する

規則の一部を改正す

る規則

採用候補者名簿の有効期間を

延長したこと等に伴う所要の

改正

７-1299

Ｒ６.４.17

Ｒ６.４.19

（Ｒ６.４.１）

管理職手当に関する

規則の一部を改正す

る規則

組織改編に伴う所要の改正

７-1300

Ｒ６.５.24

Ｒ６.５.27

（Ｒ６.５.28）

職員の給与に関する

規則の一部を改正す

る規則

組織改編に伴う所要の改正

７-1301

Ｒ６.７.10

Ｒ６.７.23

（Ｒ６.１.１）

静岡県職員の特殊勤

務手当に関する規則

の一部を改正する規

則

静岡県職員の特殊勤務手当に

関する条例の改正に伴う所要

の改正

７-1302

Ｒ６.７.10

Ｒ６.７.23

（Ｒ６.１.１）

静岡県教職員の特殊

勤務手当に関する規

則の一部を改正する

規則

静岡県教職員の特殊勤務手当

に関する条例の改正に伴う所

要の改正

７-1303

Ｒ６.７.10

Ｒ６.７.23

（Ｒ６.１.１）

静岡県地方警察職員

の特殊勤務手当に関

する一部を改正する

規則

静岡県地方警察職員の特殊勤

務手当に関する条例の改正に

伴う所要の改正

７-1304

Ｒ６.９.24

Ｒ６.９.30

（Ｒ６.10.１）

職員の給与に関する

規則の一部を改正す

る規則

浜名湖花博 20周年記念事業推

進室の廃止に伴う所要の改正

７-1305

Ｒ６.９.24

Ｒ６.９.30

（Ｒ６.10.１）

管理職手当に関する

規則の一部を改正す

る規則

浜名湖花博 20周年記念事業推

進室の廃止に伴う所要の改正

７-1306

Ｒ６.12.23

Ｒ６.12.26

（Ｒ６.４.１）

初任給調整手当に関

する規則の一部を改

正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1307

Ｒ６.12.23

Ｒ６.12.26

（Ｒ６.12.１）

職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規

則の一部を改正する

規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正
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規則番号

議決年月日

公布年月日

(適用年月日)

規則の名称 概 要

７-1308

Ｒ６.12.23

Ｒ６.12.26

（Ｒ６.12.１）

会計年度任用職員の

給与等に関する規則

の一部を改正する規

則

会計年度任用職員の給与等に

関する条例等の改正に伴う所

要の改正

７-1309

Ｒ７.2.26

Ｒ７.3.25

（Ｒ７.３.28）

職員の給与に関する

規則の一部を改正す

る規則

組織改編に伴う所要の改正

７-1310

Ｒ７.2.26

Ｒ７.3.25

（Ｒ７.３.28）

管理職手当に関する

規則の一部を改正す

る規則

組織改編に伴う所要の改正

７-1311

Ｒ７.3.17

(Ｒ７.3.28 修正)

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

職員の給与に関する

規則の一部を改正す

る規則

職員の給与に関する条例等の

改正、組織改正に伴う部等の

改廃及び管理職員等の職の改

廃に伴う所要の改正

７-1312

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

勤務 1 時間当たりの

給与額の算出に関す

る規則の一部を改正

する規則

静岡県一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の改正等

に伴う所要の改正

７-1313

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

管理職手当に関する

規則の一部を改正す

る規則

組織改正に伴う部等の改廃及

び管理職員等の職の改廃に伴

う所要の改正

７-1314

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

初任給調整手当に関

する規則の一部を改

正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1315

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

地域手当に関する規

則の一部を改正する

規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1316

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

住居手当に関する規

則の一部を改正する

規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1317

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

通勤手当に関する規

則の一部を改正する

規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1318

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

単身赴任手当に関す

る規則の一部を改正

する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1319

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

単身赴任手当に関す

る規則の一部を改正

する規則の一部を改

正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正
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規則番号

議決年月日

公布年月日

(適用年月日)

規則の名称 概 要

７-1320

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

管理職員特別勤務手

当に関する規則の一

部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1321

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

管理職員特別勤務手

当に関する規則の一

部を改正する規則の

一部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1322

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

静岡県職員の特殊勤

務手当に関する規則

の一部を改正する規

則

静岡県職員の特殊勤務手当に

関する条例等の改正に伴う所

要の改正

７-1323

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

特地勤務手当等に関

する規則の一部を改

正する規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1324

Ｒ７.3.17

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規

則の一部を改正する

規則

職員の給与に関する条例等の

改正に伴う所要の改正

７-1325

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

職員の退職手当に関

する規則の一部を改

正する規則

静岡県職員の退職手当に関す

る条例の改正に伴う所要の改

正

７-1326

Ｒ７.3.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

義務教育等教員特別

手当に関する規則の

一部を改正する規則

静岡県教職員の給与に関する

条例の改正に伴う所要の改正

７-1327

Ｒ７.２.26

(Ｒ７.3.17 修正)

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

会計年度任用職員の

給与等に関する規則

の一部を改正する規

則

国の非常勤職員の休暇制度の

改正及び会計年度任用職員の

給与等に関する条例等の改正

に伴う所要の改正

11-26

Ｒ７.２.19

Ｒ７.２.28

（Ｒ７.４.1）

不利益処分について

の審査請求に関する

規則の一部を改正す

る規則

審査請求手続の明確化及び効

率化を図るための所要の改正

11-27

Ｒ７.２.19

Ｒ７.２.28

（Ｒ７.４.1）

勤務条件についての

措置の要求に関する

規則の一部を改正す

る規則

審査請求手続の明確化及び効

率化を図るための所要の改正

12-25

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

静岡県職員の退職管

理に関する規則の一

部を改正する規則

静岡県一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の改正等

に伴う所要の改正
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規則番号

議決年月日

公布年月日

(適用年月日)

規則の名称 概 要

13-117

Ｒ７.２.26

(Ｒ７.3.28 修正)

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する

規則の一部を改正す

る規則

職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の改正及び静

岡県一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の改正に伴

う所要の改正

13-118

Ｒ７.２.26

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

会計年度任用職員の

勤務時間、休日、休

暇等に関する規則の

一部を改正する規則

職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の改正に伴う

所要の改正

13-119

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

（Ｒ７.４.1）

静岡県職員の育児休

業等に関する規則の

一部を改正する規則

静岡県職員の育児休業等に関

する条例の改正に伴う所要の

改正

14-197

Ｒ６.６.26

Ｒ６.７.５

(Ｒ６.７.５)

静岡県に公平委員会

事務を委託した地方

公共団体の管理職員

等 の 範 囲 を 定 め る

規 則 の 一 部 を 改 正

する規則

静岡県に公平委員会事務を委

託している地方公共団体の機

関の改廃に伴う所要の改正

14-198

Ｒ６.８.21

Ｒ６.８.30

（Ｒ６.８.30)

管理職員等の範囲を

定める規則の一部を

改正する規則

組織改正等に伴う管理職員等

の職の改廃等に伴う所要の

改正

15-38

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

(Ｒ７.４.１)

静岡県職員の公益的

法人等への派遣等に

関する規則の一部を

改正する規則

職員を派遣することができる

団体等についての所要の改正

17-6

Ｒ７.３.28

Ｒ７.３.31

(Ｒ７.４.１)

静岡県一般職の任期

付職員の採用等に関

する規則の一部を改

正する規則

静岡県一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の改正に

伴う所要の改正
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（３）委員による現地視察

職場や業務等に対する委員の理解を深めることを目的に、職員の勤務状

況や職場環境などを実地に見聞しています。

令和６年度は次のとおり実施しました。

Ｒ６.７.19 西部地区
・ 公立大学法人静岡文化芸術大学

・ 西部農林事務所

Ｒ６.11.11 中部地区
・ 藤枝東高等学校

・ 交通管制センター

公立大学法人静岡文化芸術大学 西部農林事務所

藤枝東高等学校 交通管制センター
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５ 事務局組織及び事務分掌

（１）組織

（令和７年４月１日現在）

事務局

総務班 ４人

※次長兼総務課長及び総務班職員は、監査委員

及び労働委員会事務局総務課を併任

課長代理 給与審査班 ５人事務局長
次 長 兼

総務課長
給与審査課長

職員課長 職員班 ５人

事務局職員数計 20 人

課長代理兼
給与審査班長

人事委員会（委員３人）

(総務課長)
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（２）事務分掌

○総務課

・人事委員会の会議に関すること

・公印に関すること

・事務局職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事及び研修に関すること

・事務局職員の福利厚生に関すること

・予算及び経理に関すること

・財産及び物品の管守に関すること

・文書等の収受、発送、保存及び管理に関すること

・広報に関すること

・事務局内各課の連絡調整及び事務局内他課の所掌に属しない事務に関する

こと

○給与審査課

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関す

る制度に関すること

・職員に関する制度についての研究の成果の議会若しくは長又は任命権者へ

の提出に関すること

・職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び長に対する意見の申出

に関すること

・人事行政の運営に関し、任命権者に対する勧告に関すること

・給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長

に勧告すること

・職員の分限、懲戒及び服務に関すること

・職員に対する給与の支払の監理に関すること

・人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他便宜授受のため国

又は他の地方公共団体の機関との協定に関すること

・職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること

・職員に対する不利益処分についての審査請求の審査に関すること

・公立学校の学校医等の公務災害補償の審査に関すること

・職員からの苦情相談に関すること

・労働基準監督機関の職権の行使に関すること

・ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（静岡県人事委員会規則 13-32）

で定めるところによる限度時間を超えて時間外勤務を命ずる場合の報告、

指導、助言、承認又は命令等に関すること

・受託した市町村等の公平委員会事務に関すること

・管理職員等の範囲の指定に関すること

・職員団体の登録に関すること

・退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること
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・静岡県職員倫理規則（平成 13 年静岡県規則第 9 号）の制定又は改廃に関し

て、知事に意見を申出ること

・職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究を行うこと

・職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画を行うこと

・職員倫理規則の遵守のための体制整備に関し、任命権者に助言を行うこと

・職員倫理規則で定めるところにより、職員からの贈与等の報告に係る審査

を行うこと

○職員課

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関す

る制度に関すること

・職員に関する制度についての研究の成果の議会若しくは長又は任命権者へ

の提出に関すること

・職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び長に対する意見の申出

に関すること

・人事行政の運営に関し、任命権者に対する勧告に関すること

・給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長

に勧告すること

・職員の人事記録の管理及び人事に関する統計報告の作成に関すること

・職員採用の競争試験、選考その他任用に関すること

・研修及び人事評価に関すること

・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関すること

・人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他便宜授受のため国

又は他の地方公共団体の機関との協定に関すること

・退職管理の適正の確保に関すること
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第２章 任用関係

１ 採用の状況

職員の任用は、試験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行いま

す。この原則に基づき、職員の採用は、競争試験により行い、例外的に選考に

よることができます。（地方公務員法第 17 条の２第１項）人事委員会では、

任命権者から提出される職員採用計画に基づき、公平かつ透明性のある採用

試験を実施しています。

選考による職員の採用は、経歴、学歴、知識又は技能等の選考基準により判

定し、任命権者からの請求に基づいて実施しています。

また、職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力

の実証に基づき行うものとされていますが、警察官の３種類の職については

競争試験及び選考が行われています。競争試験及び選考に関する事務は人事

委員会の権限とされていますが、その実施については、任命権者に委任して

います。

（１）令和６年度 採用試験の実施日程 （数字は月日）

試験の区分
公告

日

受付

期間

第１次試験 第２次試験

試験日
合 格

発表日
試験日

合 格

発表日

大 学 卒 業 程 度
（ 早 期 試 験 ）

1.24
3.1～
3.22

4.21 5.10 5.23～5.31 6.14

大 学 卒 業 程 度 5.10
5.10～
5.24

6.16 6.26 7.9～8.8 8.23

大 学 卒 業 程 度
（ 定 期 外 ）

10.15
10.15～
11.6

11.17 11.27 12.6～12.19 R7.1.10

短 期 大 学 卒 業 程 度

5.10

8.7～
8.28

9.29 10.9
10.18～

10.29
11.8

高 等 学 校 卒 業 程 度

職 務 経 験 者
5.29～

6.14
7.14 8.1 8.19～8.26 9.6

職務経験者（定期外）
（ 土 木 、 保 健 師 等 ）

10.15
10.15～

11.6
11.17 11.27 12.6～12.19 R7.1.10

障 害 の あ る 方

5.10

6.3～
6.21

9.22 10.3
10.15～

10.18
11.8

就 職 氷 河 期 世 代
8.1～

8.15
9.29 10.9

10.18～
10.29

11.8
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試験の区分
公告

日

受付

期間

第１次試験 第２次試験

試験日
合 格

発表日
試験日

合 格

発表日

警察官Ａ

(大卒)

一般１回目

3.1

3.1

～

4.5

5.12 5.17
5.25～5.26

6.13～6.28
7.12自己推薦

情報処理

一般２回目 7.19
7.19
～

8.23
9.22 9.27

10.5～10.6

11.7～11.22
12.６

警察官Ｂ

(大卒以外)

一般１回目 3.1
3.1
～
4.5

5.12 5.17
5.25～5.26

6.13～6.28
7.12

一般２回目

7.19
7.19
～

8.23
9.22 9.27

10.5～10.6

11.7～11.22
12.６自己推薦

情報処理

静岡県職員採用案内 令和７年度 採用ＰＲチラシ
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（２）採用試験の実施結果 （単位：人、倍）

試験の区分・職種 公募数
申込

者数

第１次

受験者数Ａ

第１次

合格者数

第 2 次

受験者数

最終合格

者数Ｂ

倍率

Ａ/Ｂ

大
学
卒
業
程
度

（
早
期
試
験
）

土 木 6 25 21 19 19 19 1.1

農 業 土 木 5 18 15 14 13 9 1.7

建 築 2 12 8 7 7 5 1.6

薬 剤 師 4 20 15 15 14 12 1.3

小 計 17 75 59 55 53 45 1.3

大

学

卒

業

程

度
（
定
期
試
験
）

行 政 Ⅰ 118 312 245 229 212 131 1.9

行 政 Ⅱ 30 175 123 93 81 35 3.5

小 中 学 校 事 務 8 19 15 15 13 9 1.7

警 察 行 政 13 53 40 32 26 14 2.9

行政 (静岡がんセンター事務) 1 0 - - - - -

土 木 30 30 12 9 8 8 1.5

農 業 17 43 31 29 27 19 1.6

林 業 16 20 16 14 13 11 1.5

農 業 土 木 7 16 5 5 5 3 1.7

建 築 4 7 1 0 - - -

薬 剤 師 6 10 0 - - - -

保 健 師 15 16 12 12 11 10 1.2

心 理 9 13 11 7 7 7 1.6

児 童 福 祉 8 16 13 13 10 8 1.6

水 産 6 24 16 16 13 6 2.7

電 気 6 6 5 4 3 3 1.7

電 気（ 研 究 ） 1 3 2 2 2 1 2.0

機 械 4 3 3 2 2 2 1.5

機 械（ 研 究 ） 2 5 5 5 5 2 2.5

工 業 化 学 5 15 11 9 8 5 2.2

金 属 材 料 1 1 1 1 1 0 -

工 業 デ ザ イ ン 1 6 5 5 4 1 5.0

文 化 財 1 4 4 4 4 1 4.0

職業訓練指導員（電気） 2 0 - - - - -

職業訓練指導員（機械） 2 1 0 - - - -

職業訓練指導員（情報技術） 1 1 1 1 1 1 1.0

少年警察補導員 1 6 4 2 2 1 4.0

理化学鑑識(心理) 1 5 5 5 5 1 5.0

理化学鑑識(生物) 1 15 10 9 9 1 10.0

小 計 317 825 596 523 472 280 2.1
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試験の区分・職種 公募数
申込

者数

第１次

受験者数Ａ

第１次

合格者数

第 2 次

受験者数

最終合格

者数Ｂ

倍率

Ａ/Ｂ

大
学
卒
業
程
度
（
定
期
外
）

行政Ⅱ 12 144 109 59 53 14 7.8

土木 10 4 4 3 3 2 2.0

理化学鑑識（化学） 2 23 21 9 8 2 10.5

小 計 24 171 134 71 64 18 7.4
短
期
大
学
卒
業
程
度

臨 床 検 査 技 師 （ 知 事 部 局 ） 1 2 2 2 1 1 2.0

司 書 1 19 10 9 9 1 10.0

小 計 2 21 12 11 10 2 6.0

高
等
学
校
卒
業
程
度

行 政 2 42 38 9 8 3 12.7

小 中 学 校 事 務 3 11 10 10 9 3 3.3

警 察 行 政 7 62 54 29 25 18 3.0

土 木 3 6 5 4 2 2 2.5

小 計 15 121 107 52 44 26 4.1

職
務
経
験
者

土 木 3 10 9 7 6 4 2.3

保 健 師 1 1 1 1 1 1 1.0

心 理 1 4 3 3 3 3 1.0

児 童 福 祉 2 8 7 7 5 3 2.3

医療社会福祉（精神保健福祉士） 2 2 2 2 2 1 2.0

学 芸 員 1 4 4 3 2 1 4.0

小 計 10 29 26 23 19 13 2.0

土木（定期外） 2 2 2 2 2 1 2.0

林業（定期外） 8 1 1 1 1 0 -

農業土木（定期外） 3 0 - - - - -

建築（定期外） 1 3 2 2 1 1 2.0

保健師（定期外） 6 2 2 2 2 1 2.0

医療社会福祉（精神 保健福祉士）（ 定期外） 1 0 - - - - -

電気（定期外） 3 6 4 3 3 3 1.3

機械（定期外） 2 2 2 2 2 2 1.0

小 計 26 16 13 12 11 8 1.6

障
害
の
あ
る
方

行 政 4

30 19 18 16

3

3.2小 中 学 校 事 務 1 1

警 察 行 政 2 2

小 計 7 30 19 18 16 6 3.2

就
職
氷
河
期
世
代

行 政 3 66 47 23 22 6 7.8

小 中 学 校 事 務 1 17 13 10 10 1 13.0

警 察 行 政 1 8 7 7 7 1 7.0

小 計 5 91 67 40 39 8 8.4
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（３）選考による採用 （単位：人）

選考の区分
任 命 権 者

知 事 がんセンター
事業管理者

教 育
委員会

警 察
本部長 計

本庁の部長、局長等に相当する職 2 2

本庁の課長等に相当する職 7 4 11

警視の職 8 8

任期付職員 3 3

競争試験によることが適
当でないと認めた職 40 100 1 24 165

計 49 104 4 32 189

試験の区分・職種 公募数
申込

者数

第１次

受験者数Ａ

第１次

合格者数

第 2 次

受験者数

最終合格

者数Ｂ

倍率

Ａ/Ｂ

警
察
官

A

一

回

目

一般（男性） 67 229 184 176 160 85 2.2

一般（女性） 15 61 48 45 36 19 2.5

一般自己推薦型（男性） 2 6 5 2 2 1 5.0

一般自己推薦型（女性） 2 5 3 2 2 1 3.0

情報処理 2 5 3 3 3 2 1.5

小 計 88 306 243 228 203 108 2.3

二

回

目

男 性 10 103 71 63 59 16 4.4

女 性 2 16 11 11 11 5 2.2

小 計 12 119 82 74 70 21 3.9

Ａ 計 100 425 325 302 273 129 2.5

B

一

回

目

一般（男性） 15 86 65 63 59 27 2.4

一般（女性） 2 26 19 19 18 5 3.8

小 計 17 112 84 82 77 32 2.6

二

回

目

一般（男性） 66 175 140 125 113 56 2.5

一般（女性） 15 78 72 68 64 28 2.6

一般・自己推薦（男性） 2 4 4 4 2 0 -

一般・自己推薦（女性） 2 3 2 2 2 0 -

情 報 処 理 2 0 - - - - -

小 計 87 260 218 199 181 84 2.6

B 計 104 372 302 281 258 116 2.6

小 計 204 797 627 583 531 245 2.6

合 計 627 2,176 1,660 1,388 1,259 651 2.5
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２ 昇任の状況

（１）昇任試験による昇任

（単位：人、倍）

（２）昇任選考による昇任

（単位：人）

３ 応募者確保対策

近年、国、市町及び民間企業等との人材確保の競合が発生しています。このた

め人事委員会では、広域行政を担う県職員の魅力・やりがいや職務内容などを

積極的にＰＲし、応募者の掘り起こしを図っています。

（１）県庁 仕事スタディツアー

受験者の応募段階でのミスマッチの解消と、より良い人材の確保を図るため、

県職員の仕事に関心があり、将来県職員を目指したいと考えている方に対し、

オンラインや現場にて県行政の魅力を伝え、業務内容への理解を促進する取組

を実施しました。

①オンライン説明会

試験区分 申込者 受験者数Ａ 合格者数Ｂ 倍 率Ａ／Ｂ

警 部 1,183 1,173 57 20.6

警 部 補 1,465 1,446 117 12.4

巡査部長 1,560 1,589 152 10.5

選考の区分 昇任者数

警 部 6

警 部 補 7

巡査部長 6

実施時期 令和７年２月７日（金）～２月 17 日（月） ６日間

対象職種 行政ほか事務系職種、土木ほか専門・技術系職種 計 16 職種

内 容

・業務等の説明

・採用試験の説明（人事委員会）

・先輩職員とのフリートーク（業務に関する質疑応答）

参加者数 232 人

-28-



②現場見学編

③大学別県庁見学編

（２）大学等での説明会

県内外の大学等が開催するオンライン就職説明会などにおいて、県行政の仕

事の魅力をＰＲしました。また、民間企業主催による合同企業説明会等に参加

し、民間企業志望者に対してもアプローチを図るなど、応募者の掘り起こしに

努めました。

（３）県庁フェス

学生の就職活動が本格化するタイミングで、県の仕事の魅力・やりがいのＰ

Ｒに加えて、実際の業務内容、働き方等についても情報提供し、参加者の県庁で

働くイメージを高め、受験意欲・志望度の向上を図りました。

実施時期 令和６年 11 月～令和７年１月

対象職種 土木ほか専門・技術系職種 計 16 職種

内 容

・業務等の説明

・職種ごとの事業に係る現場見学

・採用試験の説明（人事委員会）

・先輩職員とのフリートーク（業務に関する質疑応答）

参加者数 76 人

実施時期 令和６年 11 月

実施大学 静岡大学など県内４大学

対象職種 行政

内 容

・業務等の説明

・県庁内の所属の現場見学

・採用試験の説明（人事委員会）

・先輩職員とのフリートーク（業務に関する質疑応答）

参加者数 121 人

主 催 者 回 数 参加者数

大 学 等 17 校 310 人

民間企業 16 回 550 人
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（県庁フェスの様子）

区分 内容

実施日 令和６年 12 月 21 日（土）

対象
・大学３年生（大学１・２年生、高校生、短大生等も参加可）

・子どもに公務員になってほしいと考える保護者

参加者 130 人

職種 行政ほか事務系職種、土木ほか専門・技術系職種 計 17 職種

実施概要

○学生向け

・講演会（県庁の概要、キャリアステップ、人材育成）

・座談会（カフェスタイル）

○保護者向け

・職場環境、勤務条件などを説明

〇広報啓発コーナー

・各部局や職種の紹介資料の掲出

・各活動や実施予定のイベントの紹介等
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第３章 給与関係

１ 職員の給与等に関する報告及び勧告

地方公務員法第８条第１項第５号の規定に基づき、令和６年 10 月 11 日に

議会及び知事に対して勧告を行いました。勧告までに各職員団体との話し合

いを計 17 回行いました。

勧告に当たっては、公民の給与比較の基礎資料を得るため、毎年、「職員給

与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」を実施しています。

（１）職員給与等実態調査

毎年、４月１日現在在職し、給与条例の適用を受ける職員等を対象に、

職員数、給料、諸手当等の状況について調査しています。

＜調査対象職員＞ （単位：人）

行政職 教育職 公安職 その他 合 計

6,246 15,248 6,149 834 28,477

人事委員会は、地方公務員法に基づき、給料表が適当であるかどうかにつ

いて、毎年少なくとも１回、議会及び知事に同時に報告しなければなりませ

ん。その際、給与を決定する諸条件の変化に応じて適当な勧告をする義務を

負っており（情勢適応の原則）、その基礎資料とするため、県内の民間給与

の実態調査等を行っています。

また、人事委員会は、給与制度の公正妥当な運用を確保するため、所要の

規則の制定・改廃、給与支払の監理等を行っています。

知事への勧告の様子 議長への勧告の様子
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（２）職種別民間給与実態調査

毎年、人事院及び都道府県、政令指定都市等の人事委員会と共同で「職

種別民間給与実態調査」を実施し、公務と類似の仕事をしている民間事業

所の従業員について、その給与の実態を把握しています。

令和６年は、企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の県内 1,746

民間事業所から無作為に抽出した 442 事業所を対象に、４月 22 日から６月

14 日までの間、令和６年４月分として支払われた従業員の給与月額等につ

いて調査しました。

調査を円滑に進めるため、授産製品を協力のお礼として渡しています。

＜調査対象事業所＞

※実際の調査等によって、規模の不適による事業所を除外した後の事業所数：431

＜調査実人員＞

局内説明会の様子 授産製品のコーヒー等

２ 調査・研究

本県の人事行政の運営に資するよう、地方公務員法第８条第１項第２号の

規定の趣旨を踏まえ、給与、勤務時間その他の勤務条件等の職員に関する制

度について研究を行いました。

調査対象事業所 調査完了事業所 調査完了率

442 事業所（※） 369 事業所 85.6％

初任給関係 初任給関係以外 合 計

1,482 人 20,417 人 21,899 人
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３ 人事委員会規則の制定・改廃の状況

地方公務員法第８条第５項の規定に基づき、次のとおり人事委員会規則の

制定・改廃を行いました。

＜人事委員会規則の制定・改廃の状況＞ （単位：件）

４ 給与の支払監理

地方公務員法第８条第１項第８号の規定に基づき、給与が条例及び規則等

に則って決定され、支給されているかどうかを調査しています。

支払監理に当たっては、給与審査課の職員２人が対象機関を訪問し、資料

の確認や担当者からの聞き取りを実施し、不備があったものについては速や

かに是正するよう求めています。

令和６年度は 15 件の口頭指摘を行いました。

＜調査対象所属数＞ （単位：所属）

（注）（ ）は本庁の所属（内数）

※ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、８所属（学校及

び警察署）の調査を中止した。

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

制定 0 1 ４ １ ０

改正 20 20 26 24 31

廃止 0 0 ０ ０ ０

Ｒ２年度 Ｒ３年度※ Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

知事部局 6（ 2） 6（ 2） 6（ 2） 6（ 2） 6（ 2）

教育委員会 11（ 2） 6（ 2） 11（ 2） 11（ 2） 11（ 2）

警察本部 7（ 4） 4（ 4） 7（ 4） 7（ 4） 7（ 4）

計 24（ 8） 16（ 8） 24（ 8） 24（ 8） 24（ 8）
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第４章 公平審査・労働基準監督等関係

１ 勤務条件に関する措置要求

地方公務員法第46条の規定による措置の要求について、１件の判定を行った

ほか、要求事項が勤務条件に該当しないとして１件の却下を決定しました。

２ 不利益処分に関する審査請求

地方公務員法第49条の２の規定による審査請求について、２件の裁決を行っ

たほか、請求理由が再審事由に該当しないとして２件の不受理を決定しました。

要求年月日 事案名 措置要求の内容 判定年月日 結果

R6.9.18
令和６年（措）

第１号事案

昇格昇任措置の要求

など
R7.2.5

却下

(受理)

R6.10.2
令和６年（措）

第２号事案

産業医面談の要求

など
R7.2.5

一部却下

一部棄却

請求年月日 事案名 審査請求の内容 裁決年月日 結果

R6.6.25
令和３年（審）

第２号再審事案

裁決を受けた職員が、

再審を求めたもの
R6.8.21

却下

（不受理）

R5.2.11
令和５年（審）

第１号事案

懲戒戒告処分を受けた

職員が、処分の取消し

を求めたもの

R6.12.11
処分

承認

R7.3. 1
令和５年（審）

第１号再審事案

裁決を受けた職員が、

再審を求めたもの
R7.3.28

却下

（不受理）

R5.11.17
令和５年（審）

第２号事案

懲戒停職処分を受けた

職員が、処分の取消し

を求めたもの

R7.3.28
処分

承認

公平審査は、職員の利益の保護、人事行政の公正の確保、公務の能率的な

運営に資することを目的として、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分

についての審査請求等が人事委員会に対してなされた場合に、それぞれ所定

の審査手続に従って処理を行うものです。

また、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談が

あった場合に、その職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、伝達そ

の他の必要な措置を行っています。

-34-



３ 苦情相談

地方公務員法第８条第１項第11号の規定に基づき、職員からの苦情相談を受

け付け、処理しました。

(件数)

（注）委託団体とは、苦情相談を含む公平委員会事務を静岡県に委託し、そ

の事務を静岡県人事委員会が処理する市町又は地方公共団体の組合をい

い、14市町、21一部事務組合、１広域連合の36団体です。

４ 労働基準監督機関としての職権の行使

地方公務員法第58条第５項の規定に基づき、労働基準監督機関としての職権

を行使しました。改善すべき事項については、各事業所の責任者等に指導する

ほか、任命権者ごとに各事業所への指導を依頼しています。

（１）労働基準法及び労働安全衛生法に基づく事業所調査

（注）委員会等とは、議会事務局、選挙管理委員会、人事委員会事務局、

監査委員事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び海区漁業

調整委員会事務局をいいます。

任命権者

相談区分

知 事 教育委員会 警察本部長 委託団体 計

受付
相談

終了
受付

相談

終了
受付

相談

終了
受付

相談

終了
受付

相談

終了

任 用 関 係 1 1 0 0 2 2 2 2 5 5

給 与 関 係 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2

勤務条件関係 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10

懲戒・分限処分関係 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ関係 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメント
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ﾊﾟﾜｰ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ関係 3 3 0 0 1 1 3 3 7 7

職場のいじめ・嫌がらせ 2 2 3 3 0 0 0 0 5 5

そ の 他 7 7 2 2 3 3 1 1 13 13

計 20 20 8 8 7 7 8 8 43 43

執行機関 事業所総数 左のうち調査実施事業所数

知事部局 73 73

教育委員会 139 139

警察本部 46 46

委員会等 7 7

計 265 265
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(２) 労働基準法及び労働安全衛生法に基づく許可等の状況

（注）安衛法とは労働安全衛生法、安衛則とは労働安全衛生規則、ボイラ

ー則とはボイラー及び圧力容器安全規則をいいます。

５ 時間外勤務命令の上限規制

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第７条第４項の規定に基づき、

任命権者から令和５年度における上限時間の原則及び特例を超えて時間外勤務

を命じた職員の状況等の報告があったことから、任命権者に対し、多面的かつ

効果的な取組を徹底するよう指導・助言を行いました。

（令和５年度：人）

事 項 件数 根拠法令

労
働
基
準
法
関
係

解雇予告除外認定申請

宿直又は日直勤務許可申請

監視又は断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請

時間外労働・休日労働に関する協定届

3

3

0

151

労働基準法第20条

労働基準法第41条

労働基準法第41条

労働基準法第36条

小 計 157

労
働
安
全
衛
生
法
関
係

総括安全衛生管理者選任報告

衛生管理者選任報告

産業医選任報告

労働者死傷病報告

ボイラー性能検査結果報告

第一種圧力容器性能検査結果報告

第一種圧力容器検査証書替申請

機械等設置届

1

53

13

36

3

17

2

1

安衛法第10条･安衛則第２条

安衛法第12条･安衛則第７条

安衛法第13条･安衛則第13条

安衛法第100条･安衛則第97条

ボイラー則第38条

ボイラー則第73条

ボイラー則第79条

安衛法第88条・安衛則第86条

小 計 126

合 計 283

知事 教育委員会 警察本部 計

月45時間や年間360時間といっ

た上限時間の原則を超えて時

間外勤務を命じた職員数

748 5 0 753

月100時間や年間720時間等と

いった上限時間の特例を超え

て時間外勤務を命じた職員数

338 26 241 605

計 1,086 31 241 1,358
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６ 管理職員等の範囲の指定

地方公務員法第52条第４項の規定に基づき、人事委員会規則で管理職員等の

範囲を定めました。

（令和６年４月１日現在）

（注）管理職員等とは、地方公務員法第52条第３項ただし書の規定により、重

要な行政上の決定を行う職員等をいいます。

事務局等とは、教育委員会事務局、県立学校を除く教育機関をいいます。

県立学校とは、県立高校、県立中学校及び県立特別支援学校をいいます。

７ 贈与等の報告書の審査

静岡県職員倫理条例第６条第５号の規定に基づき、任命権者から提出される

贈与等の報告書を審査しました。

（令和６年１月分～12月分）

８ 退職手当の支給制限等の処分の調査審議

令和６年度において、静岡県職員の退職手当に関する条例第18条第１項の規

定に基づき、退職手当の支給制限等の処分について調査審議した事案はありま

せんでした。

執 行 機 関
職員数

Ａ(人)

管理職員等数

Ｂ(人)

指定率

Ｂ/Ａ(%)

知事部局 5,642 618 11.0

委員会等 96 32 33.3

教育委員会
事務局等 418 106 25.4

県立学校 7,828 574 7.3

計 13,984 1,330 9.5

任命権者 件 数

内 訳

金銭、物品等

の供与
供応接待 講演料等

知 事 44 1 43 0

教育委員会 13 0 13 0

警察本部長 0 0 0 0

委 員 会 等 0 0 0 0

計 57 1 56 0
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＜資 料 編＞



１　職員の推移

過去10年の職員数推移 （単位：人）

① 行政職 6,612 6,615 6,382 6,389 6,403 6,405 6,363 6,319 6,228 6,246

27年度比 100.0 100.0 96.5 96.6 96.8 96.9 96.2 95.6 94.2 94.5

② 研究職 350 354 358 357 351 341 343 337 324 323

27年度比 100.0 101.1 102.3 102.0 100.3 97.4 98.0 96.3 92.6 92.3

③ 医療職(1) 27 25 28 26 23 23 23 24 26 24

27年度比 100.0 92.6 103.7 96.3 85.2 85.2 85.2 88.9 96.3 88.9

④ 医療職(2) 333 328 301 290 290 286 301 280 274 272

27年度比 100.0 98.5 90.4 87.1 87.1 85.9 90.4 84.1 82.3 81.7

⑤ 医療職(3) 111 105 108 111 114 112 111 108 105 106

27年度比 100.0 94.6 97.3 100.0 102.7 100.9 100.0 97.3 94.6 95.5

⑥ 福祉職 100 103 104 102 101 105 109 114 110 109

27年度比 100.0 103.0 104.0 102.0 101.0 105.0 109.0 114.0 110.0 109.0

⑦ 大学教育職 - - - - - 42 45 44 44 44

27年度比 - - - - - - - - - -

⑧ 高校教育職 6,458 6,498 6,537 6,499 6,476 6,594 6,601 6,451 6,295 6,297

27年度比 100.0 100.6 101.2 100.6 100.3 102.1 102.2 99.9 97.5 97.5

⑨ 中小教育職 15,561 15,383 9,437 9,377 9,353 9,554 9,385 9,207 8,898 8,907

27年度比 100.0 98.9 60.6 60.3 60.1 61.4 60.3 59.2 57.2 57.2

⑩ 公安職 6,127 6,129 6,158 6,178 6,167 6,167 6,173 6,166 6,148 6,149

27年度比 100.0 100.0 100.5 100.8 100.7 100.7 100.8 100.6 100.3 100.4

⑪ 任期付研究員 6 3 1 - - - - - - -

27年度比 100.0 50.0 16.7 - - - - - - -

全職 35,685 35,543 29,414 29,329 29,278 29,629 29,454 29,050 28,452 28,477

27年度比 100.0 99.6 82.4 82.2 82.0 83.0 82.5 81.4 79.7 79.8

出典：職員給与実態調査
（注）27年度比は平成27年度を100とした指数
　　　「－」は調査実人員が0人であることを示します。

過去10年の平均年齢推移 （単位：歳）

行政職 42.5 42.4 42.3 42.4 42.2 42.2 42.3 42.2 42.0 42.4 

27年度との差 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 -0.1 

研究職 42.7 42.8 43.3 43.2 43.3 42.7 42.9 43.0 43.4 43.6 

27年度との差 0.0 0.1 0.6 0.5 0.6 0.0 0.2 0.3 0.7 0.9 

医療職(1) 43.5 45.0 45.1 44.9 47.2 44.8 45.4 44.9 44.6 45.7 

27年度との差 0.0 1.5 1.6 1.4 3.7 1.3 1.9 1.4 1.1 2.2 

医療職(2) 39.4 38.8 39.2 39.6 40.0 39.7 39.8 40.7 41.2 42.2 

27年度との差 0.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 0.3 0.4 1.3 1.8 2.8 

医療職(3) 43.8 43.6 43.1 41.9 41.2 40.7 40.3 38.7 38.3 38.6 

27年度との差 0.0 -0.2 -0.7 -1.9 -2.6 -3.1 -3.5 -5.1 -5.5 -5.2 

福祉職 37.0 37.6 38.3 38.6 38.3 38.5 39.1 38.2 38.6 38.5 

27年度との差 0.0 0.6 1.3 1.6 1.3 1.5 2.1 1.2 1.6 1.5 

大学教育職 - - - - - 54.3 55.3 56.8 57.4 53.4 

27年度との差 - - - - - - - - - -

高校教育職 44.0 43.8 43.6 43.4 43.2 43.2 43.1 43.1 43.0 43.5 

27年度との差 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -0.5 

中小教育職 44.0 43.8 43.1 42.7 42.3 42.0 41.7 41.5 41.2 41.6 

27年度との差 0.0 -0.2 -0.9 -1.3 -1.7 -2.0 -2.3 -2.5 -2.8 -2.4 

公安職 38.1 38.0 38.0 38.0 38.1 38.1 38.2 38.3 38.6 39.0 

27年度との差 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.9 

任期付研究員 41.0 48.9 ＊ - - - - - - -

27年度との差 0.0 7.9 ＊ - - - - - - -

全職 42.6 42.5 41.9 41.8 41.6 41.5 41.4 41.3 41.3 41.6 

27年度との差 0.0 -0.1 -0.7 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.3 -1.0 
出典：職員給与実態調査
（注）「＊」は調査実人員が１人であることを示します。
　　　「－」は調査実人員が0人であることを示します。

給料表 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 6年度

給料表 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 6年度
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職員数推移

（人）

②

④

③

⑥

⑤

⑩

⑦

⑧

⑨

⑪

①

静岡市、浜松市の県
費負担教職員の権限
移譲
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２　県職員採用試験・警察官採用試験の状況

（１）県職員採用試験（大学卒業程度（全体））

　　ア　実施状況 （単位：人、倍）

年度
公募数

A
応募倍率

B/A
受験倍率

C/D
県内有効
求人倍率

Ｈ元 216 1,519 (374) 7.0 1,216 (296) 242 (41) 5.0 1.98 

2 247 1,530 (413) 6.2 1,208 (322) 286 (83) 4.2 2.09 

3 254 1,632 (466) 6.4 1,293 (358) 311 (84) 4.2 1.91 

4 207 1,859 (572) 9.0 1,545 (478) 249 (63) 6.2 1.34 

5 227 2,468 (789) 10.9 2,086 (660) 241 (56) 8.7 1.05 

6 213 2,730 (982) 12.8 2,323 (815) 246 (70) 9.4 0.91 

7 156 2,915 (1,013) 18.7 2,448 (859) 186 (47) 13.2 0.90 

8 144 3,002 (1,075) 20.8 2,509 (892) 215 (73) 11.7 0.97 

9 148 2,630 (939) 17.8 2,163 (770) 200 (45) 10.8 0.96 

10 97 2,442 (951) 25.2 1,941 (738) 114 (31) 17.0 0.73 

11 96 2,646 (1,063) 27.6 2,192 (870) 103 (40) 21.3 0.69 

12 100 2,203 (876) 22.0 1,811 (712) 123 (58) 14.7 0.89 

13 157 2,153 (870) 13.7 1,794 (636) 204 (78) 8.8 0.82 

14 181 2,421 (933) 13.4 2,029 (784) 232 (94) 8.7 0.80 

15 138 2,451 (967) 17.8 2,064 (802) 181 (68) 11.4 0.91 

16 102 2,133 (815) 20.9 1,778 (684) 120 (55) 14.8 1.08 

17 140 1,511 (613) 10.8 1,202 (505) 181 (81) 6.6 1.17 

18 84 1,197 (478) 14.3 962 (371) 117 (54) 8.2 1.24 

19 124 1,000 (408) 8.1 756 (301) 153 (75) 4.9 1.20 

20 156 1,190 (471) 7.6 889 (338) 185 (89) 4.8 0.87 

21 136 1,585 (674) 11.7 1,144 (478) 193 (90) 5.9 0.40 

22 167 1,834 (712) 11.0 1,369 (525) 224 (85) 6.1 0.52 

23 139 1,700 (620) 12.2 1,266 (448) 195 (73) 6.5 0.65 

24 183 1,540 (493) 8.4 1,146 (369) 261 (92) 4.4 0.79 

25 168 1,540 (568) 9.2 1,196 (450) 223 (99) 5.4 0.90 

26 192 1,451 (499) 7.6 1,081 (374) 257 (109) 4.2 1.10 

27 230 1,516 (536) 6.6 1,154 (422) 283 (126) 4.1 1.21 

28 237 1,370 (504) 5.8 1,059 (388) 301 (132) 3.5 1.39 

29 221 1,364 (527) 6.2 1,011 (387) 285 (140) 3.5 1.58 

30 243 1,452 (526) 6.0 1,086 (385) 306 (118) 3.5 1.68 

Ｒ元 255 1,173 (415) 4.6 887 (319) 311 (124) 2.9 1.48 

Ｒ2 238 1,273 (464) 5.3 935 (336) 253 (109) 3.7 0.97 

Ｒ3 243 1,177 4.8 869 278 3.1 1.16 

Ｒ4 243 1,130 4.7 838 280 3.0 1.27 

Ｒ5 234 1,108 4.7 795 285 2.8 1.20 

Ｒ6 358 1,071 3.0 789 343 2.3 1.09 

（注）（　）内は女性人数で全体の内数

申込者数
B

受験者数
C

合格者数
D

-40-



1.20 

1.20 

新型コロナウイルス感染拡大
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193 

224 
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283 

301 285 

306 311 
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278 280 

285 
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0 

500 

1,000 
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Ｈ
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Ｒ
元 Ｒ
2

Ｒ
3

Ｒ
4

Ｒ
5

Ｒ
6

（年度）

イ　申込者数、受験者数及び合格者数の推移

申込者数 受験者数 合格者数

7.0 

6.2 
6.4 

9.0 

10.9 

12.8 

18.7 

20.8 

17.8 

25.2 

27.6 

22.0 

13.7 

13.4 

17.8 

20.9 

10.8 

14.3 

8.1 

7.6 

11.7 

11.0 

12.2 

8.4 

9.2 

7.6 
6.6 

5.8 6.2 6.0 
4.6 

5.3 
4.8 

4.7 

4.7 

3.0 
5.0 

4.2 

4.2 

6.2 

8.7 
9.4 

13.2 

11.7 10.8 

17.0 

21.3 

14.7 

8.8 
8.7 

11.4 

14.8 

6.6 

8.2 

4.9 4.8 
5.9 

6.1 

6.5 

4.4 
5.4 

4.2 4.1 
3.5 3.5 3.5 

2.9 
3.7 

3.1 3.0 2.8 2.3 

0.0 
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（年度）

ウ　応募倍率、受験倍率の推移

応募倍率 受験倍率

バブル景気 平成不況 いざなみ景気

リーマンショック　　　東日本大震災
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（２）県職員採用試験（大学卒業程度（行政））

　　ア　実施状況 （単位：人、倍）

年度 区分
公募数

A
応募倍率

B/A
受験倍率

C/D

Ｈ元 行政 90 876 (195) 9.7 717 (154) 99 (9) 7.2 

2 行政 112 789 (205) 7.0 627 (153) 119 (34) 5.3 

3 行政 107 955 (274) 8.9 743 (207) 129 (36) 5.8 

4 行政 82 1,098 (341) 13.4 899 (285) 98 (21) 9.2 

5 行政 75 1,455 (458) 19.4 1,222 (378) 89 (23) 13.7 

6 行政 70 1,646 (590) 23.5 1,400 (487) 93 (26) 15.1 

7 行政 54 1,661 (558) 30.8 1,409 (476) 70 (17) 20.1 

8 行政 43 1,483 (478) 34.5 1,282 (407) 54 (17) 23.7 

9 行政 65 1,349 (437) 20.8 1,127 (371) 93 (20) 12.1 

10 行政 35 1,190 (405) 34.0 968 (321) 40 (8) 24.2 

11 行政 40 1,209 (409) 30.2 1,027 (343) 43 (13) 23.9 

12 行政 38 1,121 (366) 29.5 938 (305) 42 (15) 22.3 

行政 65 86 (32)
教育 19 19 (10)
行政 80 103 (41)
教育 15 16 (9)
行政 40 61 (19)
教育 7 8 (5)
行政 23 25 (10)
教育 6 6 (4)
行政 50 68 (28)
教育 1 1 (1)
行政 18 23 (7)
教育 0 11 -
行政 36 47 (23)
教育 5 6 (5)
行政 55 68 (34)
教育 10 10 (3)
行政 30 54 (19)
教育 12 12 (7)
行政 52 70 (24)
教育 10 13 (3)
行政 45 58 (23)
教育 13 16 (8)
行政 60 85 (28)
教育 13 15 (2)
行政 60 75 (37)
教育 12 15 (4)
行政 70 103 (42)
教育 15 15 (5)
行政 80 100 (41)
教育 16 16 (6)

総合型 10 300 (121) 30.0 219 (93) 19 (10) 11.5 
従来型 85 535 (187) 6.3 428 (145) 112 (44) 3.8 
総合型 40 261 (102) 6.5 198 (80) 40 (22) 5.0 
従来型 85 517 (174) 6.1 401 (134) 114 (52) 3.5 
総合型 30 279 (106) 9.3 194 (77) 30 (16) 6.5 
従来型 70 469 (159) 6.7 388 (133) 100 (36) 3.9 
総合型 40 517 (181) 12.9 337 (115) 48 (13) 7.0 

Ⅰ 73 404 (141) 5.5 316 (115) 106 (45) 3.0 
Ⅱ 40 293 (78) 7.3 203 (53) 45 (12) 4.5 
Ⅰ 71 408 (141) 5.7 318 (106) 81 (32) 3.9 
Ⅱ 37 374 (129) 10.1 260 (86) 41 (17) 6.3 
Ⅰ 69 429 6.2 325 94 3.5 
Ⅱ 36 279 7.8 208 40 5.2 
Ⅰ 85 376 4.4 290 111 2.6 
Ⅱ 40 278 7.0 202 45 4.5 
Ⅰ 65 374 5.8 285 94 3.0 
Ⅱ 29 255 8.8 168 36 4.7 
Ⅰ 118 312 2.6 245 131 1.9 
Ⅱ 42 319 7.6 232 49 4.7 

（注）（　）内は女性人数で全体の内数

申込者数
B

受験者数
C

合格者数
D

13 1,147 (391) 13.7 969 (334) 9.2 

14 1,526 (574) 16.1 1,276 (475) 10.7 

15 1,453 (517) 30.9 1,236 (426) 17.9 

16 1,201 (412) 41.4 1,013 (355) 32.7 

17 767 (254) 15.0 600 (205) 8.7 

18 584 (198) 32.4 456 (144) 13.4 

19 463 (160) 11.3 335 (110) 6.3 

20 646 (238) 9.9 463 (154) 5.9 

21 815 (288) 19.4 568 (194) 8.6 

22 934 (307) 15.1 704 (219) 8.5 

23 914 (324) 15.8 664 (230) 9.0 

24 799 (239) 10.9 590 (168) 5.9 

25 766 (285) 10.6 579 (215) 6.4 

26 813 (264) 9.6 582 (195) 4.9 

27
635 (208) 6.6 504 (172) 4.3 

28

29

30

Ｒ元

Ｒ2

Ｒ3

Ｒ4

Ｒ5

Ｒ6
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（３）警察官採用試験

　　ア　実施状況 （単位：人、倍）

年度
公募数

A
応募倍率

B/A
受験倍率

C/D

Ｈ元 90 824 (0) 9.2 543 (0) 101 (0) 5.4 

2 70 712 (0) 10.2 488 (0) 104 (0) 4.7 

3 70 827 (236) 11.8 597 (197) 90 (13) 6.6 

4 65 966 (304) 14.9 684 (239) 85 (13) 8.0 

5 57 1,320 (412) 23.2 1,006 (323) 71 (11) 14.2 

6 40 1,626 (464) 40.7 1,230 (343) 59 (12) 20.8 

7 90 2,077 (580) 23.1 1,474 (395) 155 (24) 9.5 

8 170 3,470 (834) 20.4 2,609 (605) 232 (40) 11.2 

9 130 3,272 (854) 25.2 2,518 (652) 168 (48) 15.0 

10 85 2,837 (832) 33.4 2,168 (600) 100 (22) 21.7 

11 100 2,852 (830) 28.5 2,162 (613) 140 (25) 15.4 

12 120 2,514 (642) 21.0 1,915 (478) 198 (32) 9.7 

13 400 6,153 (1,471) 15.4 4,719 (1,125) 449 (98) 10.5 

14 280 5,192 (1,138) 18.5 3,902 (821) 369 (52) 10.6 

15 314 4,895 (949) 15.6 3,853 (716) 399 (30) 9.7 

16 243 4,829 (846) 19.9 3,741 (612) 348 (25) 10.8 

17 291 3,195 (571) 11.0 2,491 (421) 322 (22) 7.7 

18 304 2,571 (403) 8.5 1,806 (280) 352 (31) 5.1 

19 362 2,815 (480) 7.8 1,887 (311) 401 (60) 4.7 

20 302 2,942 (556) 9.7 1,820 (323) 359 (33) 5.1 

21 319 4,181 (822) 13.1 2,743 (514) 330 (30) 8.3 

22 240 2,977 (620) 12.4 2,105 (386) 324 (32) 6.5 

23 302 3,630 (725) 12.0 2,424 (444) 379 (42) 6.4 

24 344 3,156 (558) 9.2 2,167 (365) 383 (53) 5.7 

25 263 2,819 (559) 10.7 1,999 (352) 261 (38) 7.7 

26 249 2,398 (445) 9.6 1,639 (278) 343 (52) 4.8 

27 233 2,339 (552) 10.0 1,491 (302) 287 (43) 5.2 

28 283 2,024 (449) 7.2 1,445 (289) 352 (53) 4.1 

29 234 1,781 (380) 7.6 1,221 (237) 297 (47) 4.1 

30 179 1,225 (242) 6.8 986 (192) 236 (45) 4.2 

Ｒ元 218 1,153 (277) 5.3 931 (232) 269 (42) 3.5 

Ｒ2 231 1,002 (200) 4.3 771 (150) 283 (43) 2.7 

Ｒ3 222 1,159 (293) 5.2 902 (231) 292 (47) 3.1 

Ｒ4 203 1,146 (262) 5.6 892 (200) 264 (46) 3.4 

Ｒ5 199 940 (225) 4.7 699 (173) 237 (53) 2.9 

Ｒ6 204 797 3.9 627 245 2.6 

（注）（　）内は女性人数で全体の内数

申込者数
B

受験者数
C

合格者数
D
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３　職員の給与等に関する報告及び勧告の状況
（１）人事委員会勧告公民較差の推移

率（％） 金額（円） 率（％） 金額（円）

S52 52.10.11 182,002 191,931 6.9 12,549 5.66 10,010 ○ 3.9 1.1 5.0

53 53.10.25 197,263 203,364 3.79 7,482 3.36 6,472 ○ 3.8 1.1 4.9 ▲ 0.10

54 54.10.24 206,767 212,577 3.63 7,507 3.18 6,463 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

55 55.10.20 219,527 227,495 4.55 9,985 3.81 8,110 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

56 56.10.20 233,018 242,200 5.04 11,745 4.11 9,234 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

57 57.10.19 246,290 255,483 4.53 11,158 3.81 9,077 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

58 58.10.20 248,428 263,384 6.43 15,976 6.20 14,855 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

59 59.10.18 255,907 271,250 6.39 16,349 6.17 15,139 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

60 60.10.18 267,084 280,982 5.51 14,737 5.32 13,462 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

61 61.10.17 282,264 287,425 2.28 6,426 2.03 5,433 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

62 62.10.19 289,637 293,113 1.46 4,241 1.31 3,597 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

63 63.10.14 295,456 301,152 2.33 6,878 2.00 5,560 ○ 3.8 1.1 4.9 0.00

H元  1.10.13 元 302,788 310,169 3.08 9,319 2.55 7,280 ○ 3.9 1.2 5.1 0.20

2  2.10.19 315,649 324,477 3.66 11,552 2.94 8,680 ○ 4.15 1.2 5.35 0.25

3  3.10.14 328,124 337,768 3.68 12,062 3.05 9,327 ○ 4.25 1.2 5.45 0.10

4  4.10.13 343,140 350,830 2.83 9,694 2.35 7,526 ○ 4.25 1.2 5.45 0.00

5  5.10.13 351,917 357,023 1.88 6,609 1.59 5,250 ○ 4.1 1.2 5.3 ▲ 0.15

6  6.10.12 364,315 367,927 1.17 4,257 1.03 3,485 ○ 4.0 1.2 5.2 ▲ 0.10

7  7.10.11 371,634 374,463 0.88 3,260 0.80 2,788 ○ 4.0 1.2 5.2 0.00

8  8.10.11 380,682 383,657 0.91 3,466 0.84 2,977 ○ 4.0 1.2 5.2 0.00

9  9.10. 9 386,520 389,615 0.97 3,740 0.91 3,287 ○ 4.05 1.2 5.25 0.05

10 10.10. 9 396,232 398,861 0.73 2,879 0.72 2,642 ○ 4.05 1.2 5.25 0.00

11 11.10. 8 404,967 405,984 0.25 1,025 0.28 1,062 ○ 3.75 1.2 4.95 ▲ 0.30

12 12.10.10 409,773 410,167 0.10 394 0.12 457 3.6 1.15 4.75 ▲ 0.20

13 13.10. 4 414,195 414,496 0.07 310 0.08 311 3.55 1.15 4.7 ▲ 0.05

14 14.10. 4 415,654 407,192 ▲ 2.04 ▲ 8,462 ▲ 2.02 ▲ 7,801 ▲ 3.5 1.15 4.65 ▲ 0.05

15 15.10. 6 408,824 404,362 ▲ 1.09 ▲ 4,462 ▲ 1.07 ▲ 4,054 ▲ 3.0 1.4 4.4 ▲ 0.25

16 16.10. 4 406,884 406,865 ▲ 0.005 ▲ 19 0.01 39 3.0 1.4 4.4 0.00

17 17.10. 3 402,745 401,464 ▲ 0.32 ▲ 1,281 ▲ 0.36 ▲ 1,389 ▲ 3.0 1.45 4.45 0.05

18 18.10. 2 406,898 406,876 ▲ 0.005 ▲ 22 0.00 18 3.0 1.45 4.45 0.00

19 19.10. 9 404,709 406,219 0.37 1,510 0.35 1,352 ○ 3.0 1.5 4.5 0.05

20 20.10.10 404,607 404,263 ▲ 0.09 ▲ 344 0.04 136 3.0 1.5 4.5 0.00

21 21.10.6 402,652 398,117 ▲ 1.13 ▲ 4,535 ▲ 0.22 ▲ 863 ▲ 2.75 1.4 4.15 ▲ 0.35

22 22.10.6 395,128 392,763 ▲ 0.6 ▲ 2,365 ▲ 0.19 ▲ 757 ▲ 2.6 1.35 3.95 ▲ 0.20

23 23.10.26 390,458 389,710 ▲ 0.19 ▲ 748 ▲ 0.23 ▲ 899 ▲ 2.6 1.35 3.95 0.00

24 24.10.19 387,580 387,649 0.02 69 ▲ 0.07 ▲ 273 2.6 1.35 3.95 0.00

25 25.10.17 385,856 385,908 0.01 52 0.02 76 2.6 1.35 3.95 0.00

26 26.10.17 383,630 386,410 0.72 2,780 0.27 1,090 ○ 2.6 1.5 4.1 0.15

27 27.10.15 385,503 387,008 0.39 1,505 0.36 1,469 ○ 2.6 1.6 4.2 0.10

28 28.10.13 383,881 387,255 0.88 3,374 0.17 708 ○ 2.6 1.7 4.3 0.10

29 29.10.12 384,035 384,896 0.22 861 0.15 631 ○ 2.6 1.8 4.4 0.10

30 30.10.11 383,511 384,147 0.17 636 0.16 655 ○ 2.6 1.85 4.45 0.05

R元 1.10.10 380,487 380,904 0.11 417 0.09 387 ○ 2.6 1.9 4.5 0.05

2
2.10.21特別給
2.11.9月例給 380,783 380,752 ▲ 0.01 ▲ 31 ▲ 0.04 ▲ 164 2.55 1.9 4.45 ▲ 0.05

3 3.10.14 379,274 379,332 0.02 58 0.00 ▲ 19 2.4 1.9 4.3 ▲ 0.15

4 4.10.14 379,174 379,946 0.20 772 0.23 921 ○ 2.4 2 4.4 0.10

5 5.10.13 378,305 381,474 0.84 3,169 0.96 3,869 ○ 2.45 2.1 4.5 0.10

6 6.10.11 381,506 391,494 2.62 9,988 2.76 11,183 ○ 2.5 2.1 4.6 0.10

（注）１　現行のラスパイレス方式による給与勧告制度は昭和35年から実施。

　　　２　昭和63年から平成13年までについては民間給与の遡及改定分が含まれているため、職員給与と民間給与の差が公民
　　　　較差と一致しません。

　　　３　給料表の○は増額改定、▲は減額改定。

公民較差 国の官民較差（参考）
年 勧告日 職員給与 民間給与 給料表

期末
手当

勤勉
手当

計
対前年
増減
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（３）令和６年人事委員会勧告の状況（都道府県別）

R6給料表
の改定

職員給与
順位

職員給与
（円）

民間給与
順位

民間給与
（円）

較差
（円）

較差
（％）

給料表 改定前 改定後 改定月数

北海道 15 371,263 14 382,451 11,188 3.01 引上げ 4.50 4.60 0.10

青森県 46 345,382 46 356,601 11,219 3.25 引上げ 4.40 4.55 0.15

岩手県 40 352,677 38 363,635 10,958 3.11 引上げ 4.50 4.60 0.10

宮城県 25 364,533 26 375,360 10,827 2.97 引上げ 4.50 4.60 0.10

秋田県 24 365,756 23 376,560 10,804 2.95 引上げ 4.45 4.60 0.15

山形県 28 363,927 29 372,357 8,430 2.32 引上げ 4.45 4.60 0.15

福島県 18 368,969 18 379,303 10,334 2.80 引上げ 4.45 4.60 0.15

茨城県 9 376,038 9 385,914 9,876 2.63 引上げ 4.50 4.60 0.10

栃木県 27 364,291 27 373,639 9,348 2.57 引上げ 4.50 4.60 0.10

群馬県 19 368,781 22 377,563 8,782 2.38 引上げ 4.50 4.60 0.10

埼玉県 7 379,111 7 389,700 10,589 2.79 引上げ 4.50 4.60 0.10

千葉県 26 364,438 25 376,461 12,023 3.30 引上げ 4.50 4.60 0.10

東京都 1 408,830 1 419,425 10,595 2.59 引上げ 4.65 4.85 0.20

神奈川県 2 389,133 2 399,951 10,818 2.78 引上げ 4.50 4.60 0.10

新潟県 10 374,672 12 383,277 8,605 2.30 引上げ 4.50 4.60 0.10

富山県 36 358,719 35 369,401 10,682 2.98 引上げ 4.50 4.60 0.10

石川県 31 361,769 31 371,525 9,756 2.70 引上げ 4.50 4.60 0.10

福井県 35 359,152 36 368,587 9,435 2.63 引上げ 4.50 4.60 0.10

山梨県 13 372,901 13 382,522 9,621 2.58 引上げ 4.50 4.60 0.10

長野県 14 371,981 15 381,722 9,741 2.62 引上げ 4.50 4.60 0.10

岐阜県 16 371,255 16 381,502 10,247 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10

静岡県 4 381,506 5 391,494 9,988 2.62 引上げ 4.50 4.60 0.10

愛知県 5 381,302 4 392,525 11,223 2.94 引上げ 4.50 4.60 0.10

三重県 6 379,901 8 389,537 9,636 2.54 引上げ 4.50 4.60 0.10

滋賀県 12 373,580 11 384,184 10,604 2.84 引上げ 4.50 4.60 0.10

京都府 22 367,240 19 379,182 11,942 3.25 引上げ 4.50 4.60 0.10

大阪府 11 373,647 10 385,340 11,693 3.13 引上げ 4.50 4.60 0.10

兵庫県 3 385,691 3 396,408 10,717 2.78 引上げ 4.50 4.60 0.10

奈良県 30 362,398 28 373,430 11,032 3.04 引上げ 4.50 4.60 0.10

R6公民給与 R6公民較差 賞与の改定
都道府県
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R6給料表
の改定

職員給与
順位

職員給与
（円）

民間給与
順位

民間給与
（円）

較差
（円）

較差
（％）

給料表 改定前 改定後 改定月数

R6公民給与 R6公民較差 賞与の改定
都道府県

和歌山県 20 368,621 20 378,443 9,822 2.66 引上げ 4.50 4.60 0.10

鳥取県 45 347,661 45 356,747 9,086 2.61 引上げ 4.20 4.35 0.15

島根県 39 352,878 42 362,215 9,337 2.65 引上げ 4.30 4.40 0.10

岡山県 17 370,943 17 381,001 10,058 2.71 引上げ 4.50 4.60 0.10

広島県 8 378,280 6 389,822 11,542 3.05 引上げ 4.50 4.60 0.10

山口県 34 359,737 32 370,025 10,288 2.86 引上げ 4.50 4.60 0.10

徳島県 32 360,420 33 369,698 9,278 2.57 引上げ 4.50 4.60 0.10

香川県 29 362,496 30 371,599 9,103 2.51 引上げ 4.50 4.60 0.10

愛媛県 42 352,062 41 362,376 10,314 2.93 引上げ 4.50 4.60 0.10

高知県 47 332,886 47 343,218 10,332 3.10 引上げ 4.35 4.45 0.10

福岡県 23 366,324 24 376,514 10,190 2.78 引上げ 4.50 4.60 0.10

佐賀県 44 348,032 44 358,276 10,244 2.94 引上げ 4.50 4.60 0.10

長崎県 21 367,578 21 377,855 10,277 2.80 引上げ 4.50 4.60 0.10

熊本県 33 360,131 33 369,698 9,567 2.66 引上げ 4.50 4.60 0.10

大分県 41 352,111 40 362,534 10,423 2.96 引上げ 4.50 4.60 0.10

宮崎県 43 348,661 43 358,463 9,802 2.81 引上げ 4.50 4.60 0.10

鹿児島県 37 354,247 37 365,419 11,172 3.15 引上げ 4.50 4.60 0.10

沖縄県 38 353,461 39 363,213 9,752 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10

国 － 405,378 － 416,561 11,183 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10
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（２）令和６年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要

Ⅰ 報告及び勧告

１ 報告及び勧告日 令和６年 10 月 1１日（金）

２ 本年の給与勧告のポイント

Ⅱ 給与について

１ 公民の較差に基づく給与改定

(1) 民間給与との比較

調査対象 442 事業所中、369 事業所の約１万 9 千人の個人別給与を調査

（調査対象：県内に所在する企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の企業）

ア 月例給

公民の４月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢及び学歴の

同じ者同士を比較

（民間給与との較差）

※公民較差の額（9,988 円）、率（2.62％）ともに、平成４年（9,694 円、2.83％）

以来、32 年ぶりの水準

イ 特別給（ボーナス）

民間の支給割合 4.62 月（職員の支給月数 4.50 月）

(2) 給与の改定

ア 月例給

(ｱ) 給料表

a 行政職給料表

人事院勧告における国家公務員の俸給表の改定を考慮して改定

若年層に特に重点を置き、全ての級・号給の給料月額を引上げ改定

大卒程度試験に係る初任給を 23,200 円、高卒程度試験に係る初任給を

23,600 円引上げ【給与制度のアップデートの先行実施】

b その他の給料表

行政職給料表との均衡を基本に改定

(ｲ) 医師・歯科医師に対する初任給調整手当

医療職給料表(1)の改定を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、引上げ改定

民間給与 職員給与 較 差 (注) 行政職

平均年齢 42.4 歳391,494 円 381,506 円 9,988 円（2.62％）

（令和６年 10 月 1１日公表資料）

① 公民較差に基づく本年の給与改定等

・民間給与との較差（2.62％）を解消するため、給料月額を引上げ

・子に係る扶養手当の月額を１人につき 1,000 円引上げ

・民間の支給割合との均衡を考慮し、ボーナスを引上げ(0.10 月分)

② 給与制度のアップデート

・給料表及び給与制度の見直し

・諸手当の見直し（扶養手当、地域手当、通勤手当、再任用された職員の手当など）
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(ｳ) 扶養手当

子育てをしている職員を支援するため、子に係る扶養手当の月額を１人につき

12,000 円に引上げ【給与制度のアップデートの先行実施】

(ｴ) 寒冷地手当

民間における同種手当の支給額を踏まえた国の改定を考慮して､寒冷地手当の額

を引上げ、支給公署等を見直し

イ 特別給（ボーナス）

民間の支給状況等を踏まえ、年間 4.50 月から 4.60 月に引き上げ、期末・勤勉手

当に均等に配分

（一般職員の場合の支給月数）

[実施時期]

・月例給（給料表等）：令和６年 ４月１日

（寒冷地手当の支給公署等は令和７年４月１日）

・特別給（ボーナス）：令和６年 12 月１日

２ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備等（給与制度のアップデート）

(1) 給与制度のアップデートの必要性

本県においても、給与制度の連続性・安定性が確保できること、人材の確保等は国と

共通の課題であること等から、国の制度を基本としつつ、地域の民間給与の水準を反映

したものとなるよう、公民給与の較差など本県の実情を考慮しながら、給与制度のアッ

プデートを実施していくことが必要である。

(2) 見直しの内容・実施時期等

ア 給料表及び給与制度の見直し…若年層は採用等における給与面での競争力を高め、

行政職８級相当以上は職務職責をより重視した給与体系とするため改定

(ｱ) 行政職給料表

・１級及び２級：新卒初任給や若年層の給料月額を大幅に引上げ

・３級から７級：各級の初号近辺の号給をカットし給料月額の最低水準を引上げ

・８級から 10 級：各級の初号の給料月額を引き上げつつ、隣接する職務の級間で

の給料月額の重なりを解消

成績優秀者は昇給によりさらに給与上昇する仕組みへ見直し

(ｲ) 行政職給料表以外：行政職給料表との均衡を基本に改定

イ 扶養手当の見直し…税制及び社会保障制度の見直しなど社会状況の変化に対応する

とともに子育て支援を充実させるため改定

配偶者に係る扶養手当を廃止、子に係る扶養手当の月額を 1 人につき 14,000 円

に引上げ（段階的に実施）

ウ 地域手当の見直し…民間賃金の状況を職員の給与水準に反映させるため、国の地域

区分等の見直しに準じて引き上げるとともに、給料月額に乗じる一定の率を引下げ

・支給割合の改定 静岡県内一律 3.7％ → 4.15％

・給料表の給料月額に乗じる一定の率 1.89％ → 1.43％

6 月期 12 月期 年 間

6 年度 期末手当
勤勉手当

1.225 月（支給済み）
1.025 月（支給済み）

1.275 月（現行 1.225 月）
1.075 月（現行 1.025 月）

4.60 月

7 年度
以降

期末手当
勤勉手当

1.250 月
1.050 月

1.250 月
1.050 月

4.60 月
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エ 通勤手当…長距離通勤する職員の経済的負担の軽減等を考慮して改定

・支給限度額を月額 150,000 円に引上げ

・新幹線等に係る通勤手当の支給要件を見直し（通勤時間の 30 分短縮要件を廃止）

オ 単身赴任手当の見直し

採用に伴い単身赴任となった職員についても手当を支給するよう、国の改定を考慮

して見直し

カ 管理職員特別勤務手当の見直し

手当の支給対象時間帯の拡大等について、国の改定を考慮して見直し

キ 勤勉手当の見直し

勤勉手当の成績率の上限を国の改定を考慮して引上げ

ク 特定任期付職員のボーナス制度の見直し

国の改定を考慮して、期末手当と勤勉手当から成る構成に改め、特定任期付職員業

績手当を廃止

ケ 定年前再任用短時間勤務職員等の給与

国に準じて、異動の円滑化に資する手当として、地域手当（異動保障）、住居手当、

特地勤務手当（準ずる手当を含む）及び寒冷地手当を支給

[実施時期]

令和７年４月１日

３ その他の課題

(1) 教育職員の給与

国において、教職調整額の支給を定めた公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法の見直し等が検討されており、本県においても、教育職員の適切な

処遇を図る必要があることから、引き続き国の動向等を注視し、必要な検討を行ってい

く。

４ 会計年度任用職員の給与改定等

常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とすることが適当

Ⅲ 職員の勤務条件等に関する諸課題及び対応について

本委員会は、任命権者と連携し、多様で有意な人材を確保するとともに、職員がその能

力を発揮できる環境を整えるため、試験の改善等に加え、ワーク・ライフ・バランスの実

現や職員の心身の健康の保持・増進など、勤務環境を向上させていくことにより、働きや

すく、魅力ある職場環境の醸成を進めていく。

１ 人材の確保

人材の確保が厳しさを増している中、本委員会は就業希望者の目線に立った取組を進め

てきた。今後も受験機会の拡大といった試験改善や職員が就業希望者に直接対話すること

による広報活動の充実等を進めていく。このほか、早期化している大学生の就職活動スケ

ジュールに合わせた広報時期の見直しやインターンシップの取扱いに係る国の動向への対

応など、採用活動に関わる状況変化に適切に対処していく。

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正

令和５年度に、時間外勤務時間の上限の特例である月 100 時間等を超えた職員は

605 人で、４年度より増加した。時間外勤務を縮減するため、任命権者には、業務の効

率化やデジタル化、優良な改善事例の横展開、業務量に応じた柔軟な人員配置や人員の
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確保などの対策を講ずることを求める。管理監督職には、業務分担の平準化など適切な

マネジメントを行うことを求める。

(2) 教職員の多忙化の解消

県立学校において、時間外在校等時間の上限の特例である月 100 時間等を超えた教育

職員の割合は 21.5％、小学校・中学校において、上限の原則である月 45 時間を超えた

教育職員の割合は小学校 29.2％、中学校 45.4％であった。時間外在校等時間を縮減す

るため、県教育委員会は、各学校で共通する業務の効率化・デジタル化、優良事例の横

展開、業務分担の平準化の徹底などを図るとともに、長時間にわたる部活動指導などの

時間外在校等時間の要因等に応じた対策を講ずる必要がある。また、校長等の管理職員

がマネジメント力を最大限発揮できるような環境を整えることが必要である。

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実

任命権者には、子育て・介護等を行う職員に対する支援体制の充実、管理職に対する

制度の周知徹底や理解促進を図ることを求める。また、引き続き、男性職員の育児休業

等の取得率を高める取組を進める必要がある。管理職には、制度を利用しやすい職場づ

くりに努めることを求める。

(4) 多様な働き方の実現

任命権者には、多様な働き方を可能とする制度の活用・拡充を進めることを求める。

引き続き、フレックスタイム制及び勤務間インターバル制度などの多様な働き方の導入

について、検討を進めるとともに、勤務時間の把握や管理が正確かつ簡便にできるよう、

業務の効率化やシステム化を進める必要がある。

３ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進

精神疾患による長期療養者は７年連続で増加し深刻な状況が続いている。任命権者及

び管理職には、高ストレス者に対する面談等の早期対応や職場環境の改善等に取り組む

ことを求める。加えて、長期療養者に対して、療養中のケアや職場復帰支援等を行うこ

とを求める。

(2) ハラスメント防止対策の推進

パワー・ハラスメントの相談件数は４年連続で増加している。任命権者及び管理職に

は、各種ハラスメントの根絶に取り組むことを求める。加えて、顧客等からの著しい迷

惑行為（カスタマー・ハラスメント）への社会的関心が高まっており、行政サービスの

利用者等からの過度な言動や要求に対しては、職員を守る観点から、組織として対応し

ていく必要がある。

４ 障害者雇用等に関する取組

知事部局及び県教育委員会には、法定雇用率を速やかに達成させることを求める。また、

任命権者には、障害のある職員への支援や所属職員に対する研修の充実等により、障害の

ある職員が長く定着し活躍できる職場づくりに取り組むことを求める。

５ 公務に対する信頼の確保

職員の懲戒処分事案が相次いで発生している。任命権者及び管理職には、職員に対して、

コンプライアンスの徹底等を図り、県政に対する県民の信頼を確保することを求める。
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（４）令和６年人事委員会勧告の状況（政令市、和歌山市、特別区）
R6給料表

の改定

職員給与
順位

職員給与
（円）

民間給与
順位

民間給与
（円）

較差
（円）

較差
（％）

給料表 改定前 改定後 改定月数

札幌市 22 353,759 22 363,892 10,133 2.86 引上げ 4.50 4.60 0.10

仙台市 18 372,870 18 382,953 10,083 2.70 引上げ 4.50 4.60 0.10

さいたま市 3 405,096 3 415,914 10,818 2.67 引上げ 4.50 4.60 0.10

千葉市 5 403,261 5 414,066 10,805 2.68 引上げ 4.50 4.60 0.10

横浜市 9 393,489 9 404,355 10,866 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10

川崎市 1 415,973 1 427,073 11,100 2.67 引上げ 4.50 4.60 0.10

相模原市 15 378,045 15 388,635 10,590 2.80 引上げ 4.50 4.60 0.10

新潟市 20 369,720 19 380,850 11,130 3.01 引上げ 4.50 4.60 0.10

静岡市 17 375,293 17 385,403 10,110 2.69 引上げ 4.50 4.60 0.10

浜松市 19 371,179 20 380,761 9,582 2.58 引上げ 4.50 4.60 0.10

名古屋市 11 389,358 11 400,299 10,941 2.81 引上げ 4.50 4.60 0.10

京都市 6 399,355 7 408,276 8,921 2.23 引上げ 4.50 4.60 0.10

大阪市 7 398,309 6 409,940 11,631 2.92 引上げ 4.50 4.60 0.10

堺市 2 405,905 2 417,479 11,574 2.85 引上げ 4.50 4.60 0.10

神戸市 4 404,580 4 415,595 11,015 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10

岡山市 10 392,344 10 402,985 10,641 2.71 引上げ 4.50 4.60 0.10

広島市 16 376,427 16 386,369 9,942 2.64 引上げ 4.50 4.60 0.10

北九州市 8 396,724 8 407,430 10,706 2.70 引上げ 4.50 4.60 0.10

福岡市 14 380,048 14 390,448 10,400 2.74 引上げ 4.50 4.60 0.10

熊本市 21 354,342 21 364,178 9,836 2.78 引上げ 4.50 4.60 0.10

和歌山市 13 381,437 13 392,605 11,168 2.93 引上げ 4.50 4.60 0.10

特別区 12 382,163 12 393,192 11,029 2.89 引上げ 4.65 4.85 0.20

国 － 405,378 － 416,561 11,183 2.76 引上げ 4.50 4.60 0.10

R６公民給与 R６公民較差 賞与の改定
政令市等
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（５）過去における「勤務条件等に関する諸課題」の報告項目

年度 項 目 委員名

H１８

１ 時間外勤務の縮減及び職員の健康管理

時間外縮減、メンタルヘルス対策、生活習慣病の予防

２ 男女が共同して働きやすい職場環境づくり

３ 育児のための短時間勤務制度等及び自己啓発等休業制度

育児・介護のための短時間勤務制度、自己啓発等休業制度の検討

４ 職員の能力開発及び育成

井口 賢明

川口 正俊

内山 博之

H１９

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

派遣研修の充実、自己啓発休業制度の整備・活用

２ 勤務時間の見直し

３ 時間外勤務の縮減

４ 心の健康管理

メンタルヘルス対策

５ 男女が共同して働きやすい職場環境づくり

６ 新たな人事評価制度の導入

井口 賢明

澤田 茂夫

内山 博之

H２０

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

２ 時間外勤務の縮減

３ 心の健康管理（メンタルヘルス対策）

４ 男女が共に働きやすい職場環境づくり

育児短時間勤務制度を利用した環境づくり

５ コンプライアンスの徹底

井口 賢明

澤田 茂夫

寺田 一彦

H２１

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

(1) 育児休業、看護又は介護のための休暇制度の充実

(2) 時間外勤務の縮減 (3) 心の健康管理（メンタルヘルス対策）

２ 職員の士気高揚と公務員倫理の徹底

(1) 活気あふれる職場環境づくり (2) コンプライアンス（法令遵守）の徹底

３ 臨時及び非常勤の職員の処遇

勤務条件、任用のあり方研究、臨時的任用教育職員のあり方

寺田 一彦

澤田 茂夫

小川 良昭

H２２

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

育児休業、時間外縮減

２ 職員の健康管理

メンタルヘルス対策、病休制度見直し

３ 非常勤職員の処遇

非常勤の育児休業導入

寺田 一彦

澤田 茂夫

小川 良昭
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年度 項 目 委員名

H２３

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

育児休業、時間外縮減、教員多忙化

２ メンタルヘルス対策

パワハラ・セクハラの防止

３ 定年延長に向けた制度の見直し

寺田 一彦

澤田 茂夫

小川 良昭

H２４

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

子育て支援、時間外縮減、教員多忙化

２ メンタルヘルス対策

パワハラ・セクハラの防止

３ 高齢期における職員の雇用問題

小川 良昭

澤田 茂夫

岸田 勝彦

H２５

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

(1) 子育て支援及び介護支援 (2) 時間外勤務の縮減

(3) 教育職員の多忙化の解消 (4) 配偶者帯同休業制度

２ メンタルヘルス対策

３ 雇用と年金の接続

４ 公務員制度改革

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

池谷 亨士

岸田 勝彦

H２６

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

(1) 子育て支援及び介護支援 (2) 過度な時間外勤務の解消

(3) 教育職員の多忙化の解消

２ メンタルヘルス対策

３ 雇用と年金の接続

(1) 雇用と年金の接続の在り方 (2) 再任用職員の給与

４ 公務員制度改革

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

池谷 亨士

岸田 勝彦

H２７

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

(1) 子育て支援及び介護支援 (2) 過度な時間外勤務の解消

(3) 教職員の多忙化の解消 (4) 柔軟で多様な働き方と働きやすい職場環境づくり

２ メンタルヘルス対策

３ 雇用と年金の接続

４ 公務員制度改革

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

池谷 亨士

岸田 勝彦
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年度 項 目 委員名

H２８

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援の充実

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) メンタルヘルス対策 (2) ハラスメント対策

３ 雇用と年金の接続

４ 人事評価制度の整備

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

池谷 亨士

岸田 勝彦

H２９

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援の充実

２ 職員の心身の健康の保持・増進

３ 雇用と年金の接続

４ 人事評価制度の整備

５ 臨時・非常勤職員に係る法改正への対応

６ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

白井 滿

岸田 勝彦

H３０

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

３ 定年の引上げ

４ 人事評価制度の整備

５ 臨時・非常勤職員の勤務条件の改善

６ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

白井 滿

岸田 勝彦

R元

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

３ 定年の引上げ

４ 能力・実績に基づく人事管理の推進

５ 会計年度任用職員制度の円滑導入

６ 障害者雇用に関する取組

７ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

白井 滿

岡部比呂男
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年度 項 目 委員名

R２

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

３ 定年の引上げ

４ 能力・実績に基づく人事管理の推進

５ 障害者雇用に関する取組

６ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

白井 滿

岡部比呂男

R３

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実 (4) 多様な働き方の実現

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

３ 能力・実績に基づく人事管理の推進

４ 人材の確保

５ 障害者雇用等に関する取組

６ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

佐藤 典生

岡部比呂男

R４

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実 (4) 多様な働き方の実現

２ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

３ 人材の確保

４ 障害者雇用等に関する取組

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

佐藤 典生

岡部比呂男

R５

１ 人材の確保

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実 (4) 多様な働き方の実現

３ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

４ 障害者雇用等に関する取組

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

佐藤 典生

岡部比呂男
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年度 項 目 委員名

R６

１ 人材の確保

2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

(1) 過度な時間外労働の是正 (2) 教職員の多忙化の解消

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実 (4) 多様な働き方の実現

３ 職員の心身の健康の保持・増進

(1) 心の健康づくりの推進 (2) ハラスメント防止対策の推進

４ 障害者雇用に関する取組

５ 公務に対する信頼の確保

小川 良昭

佐藤 典生

岡部比呂男
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４　ラスパイレス指数の推移
（１）本県のラスパイレス指数推移
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平成24～25年
給与改定・臨時特例法により
国家公務員の給与カット

令和６年
指数：102.２

（年）

○　国家公務員と県職員の給与水準を  
   比較する際、学歴別、経験年数別に
   国家公務員の職員構成に合わせて県
   職員の給料（基本給のみ）の加重平
   均額の総額を算出し、国家公務員の
   総額で割り指数化したもの。
○　毎年４月１日現在の給与水準を比
   較する指標として総務省が公表。

ラスパイレス指数とは

平成16年
指数：102.0

平成24年
指数：111.7

給与水準の適正化による指数の低下

　国家公務員と地方公務員の基本給である平均給料月額により算出した令和6年のラスパイレス
指数は、国を100.0とした場合に102.２と全国第１位となっていますが、平均給与月額につい
ては全国第6位です。

 諸手当
(37,683円)

 
諸手当

(81,555円) 

  
平均給料月額
(333,500円)

 
平均給料月額
(323,823円)

平均給与月額

平均給与月額

全国第6位

（諸手当を含めた給与比較のイメージ）

371,183円

405,378円

＜静岡県＞ ＜国＞
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（２）ラスパイレス指数推移（都道府県別）

R6-R5

指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 指数 位 平均給与月額（円） 位

北海道 105.9 20 105.6 27 102.1 41 102.3 40 102.3 39 98.6 38 99.2 35 99.2 34 99.1 33 98.9 36 99.0 36 0.1 360,806 16

青森 98.7 44 103.6 40 103.0 32 102.1 43 102.8 25 97.9 44 97.3 45 96.8 45 96.8 45 96.8 45 96.8 45 0.0 340,220 45

岩手 98.0 45 101.8 47 101.7 42 102.2 41 102.5 35 99.3 33 99.3 31 99.5 26 99.6 23 99.5 24 99.4 27 △ 0.1 349,741 36

宮城 99.2 43 106.7 13 103.2 29 102.9 33 102.9 23 100.0 25 100.1 19 100.1 19 100.0 19 100.2 11 100.0 14 △ 0.2 357,561 26

秋田 101.7 38 103.6 40 101.6 44 102.8 35 102.6 30 101.1 6 100.4 15 100.2 16 100.2 14 99.9 18 100.1 13 0.2 354,035 30

山形 97.8 46 102.6 45 102.6 37 103.2 26 103.7 13 100.4 15 100.1 19 100.0 20 100.0 19 100.0 16 100.2 11 0.2 357,183 28

福島 103.9 27 106.7 13 103.3 26 103.1 30 102.6 30 100.7 11 100.6 14 100.4 12 100.4 12 100.1 13 100.0 14 △ 0.1 357,321 27

茨城 105.5 21 106.8 11 104.0 14 104.0 14 103.5 15 101.0 8 100.7 11 100.4 12 100.2 14 100.1 13 100.2 11 0.1 364,449 11

栃木 104.0 26 105.6 27 104.8 9 104.2 10 103.2 17 101.0 8 100.7 11 100.3 15 100.2 14 99.6 19 99.4 27 △ 0.2 352,711 31

群馬 104.2 25 104.4 39 104.0 14 103.9 16 103.6 14 100.4 15 100.3 17 100.2 16 100.1 17 100.1 13 100.0 14 △ 0.1 358,767 23

埼玉 108.6 11 111.1 4 106.0 5 105.1 5 104.3 5 100.3 20 101.4 4 101.0 5 100.7 4 100.4 8 100.3 9 △ 0.1 367,419 9

千葉 107.4 17 109.4 6 106.0 5 104.4 9 103.0 18 100.1 24 99.9 22 99.8 22 99.7 22 99.6 19 99.6 21 0.0 359,477 22

東京 121.8 1 111.6 2 107.2 2 107.4 1 104.8 3 101.4 5 100.9 7 100.8 7 100.6 7 100.5 6 100.5 6 0.0 400,180 1

神奈川 116.8 2 112.2 1 108.2 1 107.1 2 105.1 2 102.5 1 101.9 3 101.6 3 100.7 4 100.0 16 100.0 14 0.0 382,894 2

新潟 101.6 40 104.8 36 102.4 39 103.2 26 103.0 18 100.4 15 99.0 36 99.1 35 99.1 33 98.7 37 99.5 24 0.8 364,767 10

富山 100.8 42 106.0 24 103.7 22 103.4 22 103.0 18 99.2 34 99.3 31 99.3 32 99.4 28 99.3 30 99.2 34 △ 0.1 351,162 34

石川 108.1 13 106.6 17 102.6 37 102.7 37 102.5 35 99.9 26 99.8 23 99.8 22 99.5 25 99.6 19 99.5 24 △ 0.1 356,309 29

福井 102.5 35 105.3 30 104.0 14 103.1 30 102.6 30 99.8 27 99.6 28 99.4 30 99.3 30 99.1 34 99.0 36 △ 0.1 349,242 37

山梨 103.3 31 104.8 36 102.9 34 103.4 22 102.3 39 100.3 20 100.9 7 100.4 12 100.5 9 100.4 8 100.5 6 0.1 364,438 12

長野 105.2 22 105.4 29 104.9 8 103.8 17 102.4 38 100.2 22 100.3 17 100.2 16 100.4 12 100.2 11 100.0 14 △ 0.2 360,633 19

岐阜 108.2 12 106.3 19 103.0 32 102.8 35 103.0 18 99.4 32 99.7 25 99.6 25 99.5 25 99.3 30 99.3 30 0.0 362,291 14

静岡 113.9 5 108.5 8 105.6 7 105.0 6 104.7 4 102.4 2 102.4 2 102.2 1 102.2 1 102.2 1 102.2 1 0.0 371,183 6

愛知 115.6 4 111.4 3 107.0 3 105.7 4 104.3 5 101.0 8 102.5 1 102.1 2 101.3 2 101.0 3 101.0 3 0.0 377,124 3

三重 106.4 18 106.3 19 103.3 26 103.4 22 102.7 28 101.9 3 101.4 4 101.4 4 101.3 2 101.2 2 101.1 2 △ 0.1 369,713 7

滋賀 110.9 9 105.9 25 103.6 24 103.2 26 102.1 42 99.5 31 100.8 9 100.7 9 100.1 17 99.6 19 99.6 21 0.0 360,809 15

京都 107.8 14 106.3 19 103.7 22 103.8 17 102.1 42 99.1 35 99.4 30 99.5 26 99.0 35 99.2 33 99.4 27 0.2 357,803 24

大阪 116.4 3 109.3 7 107.0 3 106.1 3 105.2 1 101.6 4 100.7 11 100.9 6 100.7 4 100.8 4 100.4 8 △ 0.4 372,599 5

兵庫 113.8 6 108.5 8 104.1 12 104.6 7 103.8 12 100.4 15 99.8 23 99.8 22 99.5 25 99.6 19 99.3 30 △ 0.3 376,521 4

奈良 112.8 7 106.8 11 103.8 18 103.4 22 102.6 30 99.7 28 99.7 25 99.4 30 99.2 32 99.4 26 99.1 35 △ 0.3 359,636 21

和歌山 112.1 8 109.5 5 104.7 10 104.0 14 102.9 23 99.7 28 99.6 28 99.5 26 99.6 23 99.4 26 99.5 24 0.1 360,665 18

鳥取 109.2 10 106.7 13 103.8 18 103.5 21 103.0 18 95.3 47 95.4 47 95.5 47 95.8 47 96.2 46 96.6 46 0.4 345,487 40

島根 102.7 34 106.7 13 103.3 26 102.1 43 101.2 45 98.1 42 98.5 41 98.5 41 98.1 42 97.6 42 98.2 42 0.6 342,771 43

岡山 107.6 16 106.2 23 103.8 18 103.8 17 103.3 16 100.6 12 100.4 15 100.5 11 100.5 9 100.4 8 100.3 9 △ 0.1 362,367 13

広島 105.2 22 107.1 10 104.4 11 104.5 8 104.0 8 100.4 15 101.2 6 100.8 7 100.5 9 100.5 6 100.9 4 0.4 368,666 8

山口 106.0 19 105.1 31 104.1 12 103.2 26 102.1 42 100.5 13 99.3 31 98.9 37 99.0 35 99.1 34 99.3 30 0.2 350,722 35

徳島 103.6 30 104.9 34 103.6 24 104.2 10 103.9 9 98.7 37 99.0 36 99.1 35 99.0 35 98.6 39 99.0 36 0.4 360,216 20

香川 101.4 41 105.1 31 102.3 40 102.9 33 104.2 7 98.1 42 98.6 39 98.8 38 98.9 38 99.4 26 99.7 20 0.3 357,791 25

愛媛 103.7 28 103.3 44 101.4 46 103.0 32 102.6 30 98.3 40 98.6 39 98.7 40 98.6 40 98.5 40 98.4 40 △ 0.1 349,081 38

高知 103.7 28 105.8 26 103.8 18 103.6 20 102.5 35 99.1 35 98.8 38 98.8 38 98.8 39 98.7 37 98.7 39 0.0 330,441 47

福岡 107.7 15 103.5 43 103.2 29 104.1 12 103.9 9 101.1 6 100.8 9 100.6 10 100.6 7 100.7 5 100.8 5 0.1 360,693 17

佐賀 103.1 32 102.0 46 101.6 44 101.7 46 100.7 47 100.5 13 100.0 21 99.9 21 99.9 21 99.5 24 99.6 21 0.1 341,822 44

長崎 101.9 36 106.4 18 104.0 14 104.1 12 103.9 9 98.2 41 98.2 42 98.2 42 98.2 41 98.2 41 98.4 40 0.2 352,124 33

熊本 101.8 37 105.0 33 102.9 34 102.2 41 102.7 28 100.2 22 99.7 25 99.5 26 99.4 28 99.4 26 99.3 30 △ 0.1 352,381 32

大分 102.9 33 104.6 38 102.7 36 102.5 39 102.8 25 99.7 28 99.3 31 99.3 32 99.3 30 99.3 30 99.8 19 0.5 344,299 42

宮崎 104.4 24 103.6 40 101.7 42 101.8 45 101.1 46 97.8 45 97.5 44 97.4 44 97.4 44 97.3 43 97.3 44 0.0 336,309 46

鹿児島 101.7 38 104.9 34 103.2 29 102.6 38 102.8 25 96.6 46 96.2 46 96.2 46 96.3 46 96.2 46 96.3 47 0.1 344,583 41

沖縄 － － 106.3 19 101.3 47 100.9 47 102.3 39 98.5 39 98.2 42 98.1 43 98.1 42 97.2 44 97.8 43 0.6 347,193 39

全国 108.6 106.9 104.2 104.0 103.3 100.1 100.0 99.9 99.8 99.6 99.7 362,985

全国順位については、ラスパイレス指数小数第１位まで。

平成28年からは、福祉職を除く一般行政職の指数。

S45年 55年 H元年 5年 10年 30年 R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 R6年平均給与月額による全国順位
 　　年
県名

備考
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（単位：事業所）

静岡県 静岡市 浜松市 合計 前年度からの増減の要因

24年度 203 113 105 421 母集団事業所の増加

25年度 221 130 117 468 対象産業の拡大により増加

26年度 220 128 117 465 母集団事業所の減少

27年度 211 132 117 460 母集団事業所の減少

28年度 206 121 117 444 母集団事業所の減少

29年度 222 127 117 466 母集団事業所の増加

30年度 224 125 118 467 母集団事業所の増加

R 元年度 223 127 121 471 母集団事業所の増加

２年度 210 119 120 449
新型コロナウイルス感染症に対処している医療現場の厳し
い環境に鑑み、医療層（病院等）を調査対象から除外

３年度 210 116 118 444 母集団事業所の減少

４年度 213 116 118 447 母集団事業所の増加

5年度 213 116 115 444 母集団事業所の減少

6年度 211 116 115 442 母集団事業所の減少

（注）　標本事業所は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所（母集団事

　　　業所）から無作為に抽出された、訪問調査の対象となる事業所。

（注）　（　）内は平成20年度から追加された産業。ただし、農業、林業及びサービス業の一部

　　　については平成25年度から追加。

５　職種別民間給与実態調査標本事業所数の推移
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24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5 6

対象産業別割合（調査完了事業所）

教育、学習支援業、医療、福
祉、サービス業

金融業、保険業、不動産業、
（物品賃貸業）

卸売業、小売業

電気・ガス・熱供給・水道
業、情報通信業、運輸業、
（郵便業）

製造業

漁業、（農業、林業）

鉱業、（採石業、砂利採取
業）、建設業

（年度）
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６ 勤務条件に関する措置要求の推移

７ 不利益処分に関する審査請求の推移

年度 判定件数 取下げ棄却
却下

(判定)

却下

(決定)
一部棄却・

一部却下
認容

Ｈ27

28

29

30

Ｒ元

２

３ 2 2

４ 1 1

５ 4 4 1

６ 2 1 1

計 9 0 0 8 1 0 1

年度 裁決件数 取下げ
棄却

却下

(裁決)

却下

(決定)
処分取消 処分修正

Ｈ27

28 1 1 1

29

30 1

Ｒ元 1 1

２ 1 1

３ 1 1 1

４ 2 2

５ 1 1

６ 4 2 2 1

計 11 7 0 2 0 2 4
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８ 苦情相談の受付処理状況
任命権者

相談区分
県知事 教育委員会 警察本部長 委託団体 計

受付 終了 受付 終了 受付 終了 受付 終了 受付 終了
令和２年度 （件）
任用関係 4 4 2 2 2 2 8 8
給与関係 1 2 1 1 2 3
勤務条件 9 9 8 8 3 3 2 2 22 22
懲戒分限 1 1 1 1
パワハラ 1 2 2 8 8 3 3 14 13
セクハラ 1 1 1 1
いじめ等 2 2 1 2 3
その他 4 4 2 2 2 2 8 8

計 22 22 15 15 15 15 6 7 58 59
令和３年度 （件）

任用関係 4 4 1 1 0 0 3 3 8 8
給与関係 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3
勤務条件 2 2 4 4 3 3 3 3 12 12
懲戒分限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セクハラ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
マタハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワハラ 4 5 5 5 2 2 3 3 14 15
いじめ等 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
その他 3 3 1 1 1 1 0 0 5 5

計 17 18 12 12 6 6 10 10 45 46
令和４年度 （件）
任用関係 1 1 2 2 0 0 2 2 5 5
給与関係 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
勤務条件 6 6 6 6 1 1 4 4 17 17
懲戒分限 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
セクハラ 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3
マタハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワハラ 3 3 3 3 1 1 3 3 10 10
いじめ等 2 2 3 3 1 1 0 0 6 6
その他 6 6 2 2 1 1 1 1 10 10

計 19 19 17 17 5 5 12 12 53 53
令和５年度 （件）
任用関係 3 3 2 2 0 0 3 3 8 8
給与関係 4 4 1 1 1 1 0 0 6 6
勤務条件 11 11 6 6 0 0 3 3 20 20
懲戒分限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セクハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マタハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワハラ 4 4 3 3 4 4 1 1 12 12
いじめ等 2 2 4 4 0 0 0 0 6 6
その他 4 4 2 2 0 0 1 1 7 7

計 28 28 18 18 5 5 8 8 59 59
令和６年度 （件）
任用関係 1 1 0 0 2 2 2 2 5 5
給与関係 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2
勤務条件 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10
懲戒分限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セクハラ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
マタハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワハラ 3 3 0 0 1 1 3 3 7 7
いじめ等 2 2 3 3 0 0 0 0 5 5
その他 7 7 2 2 3 3 1 1 13 13

計 20 20 8 8 7 7 8 8 43 43
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・私たちは、魅力ある県の仕事を積極的にPR し、

優秀な人材の確保に取り組みます。

・私たちは、職員の勤務条件を調査研究し、

適正な制度の立案に取り組みます。

・私たちは、法令を遵守し、公正・中立な立場で

職員の人事管理や労働環境の適正化を確保します。

・私たちは、職員の「ワーク・ライフ・バランス」の実現を目指して、

改革・改善に取り組みます。

人事委員会事務局の基本理念と行動指針

１ 基本理念

この基本理念は、静岡県が「幸福度日本一の静岡県」を目指して効率的で効果

的な行政運営を推進するため、人事委員会事務局が①優秀な人材の確保、②適正

な給与制度等の勤務条件の確保、③職員が働きやすい職場環境の確保を図ること

により、職員が十分にその能力を発揮できるよう支援することを表現したもので

す。

２ 行動指針

人事委員会事務局職員一人ひとりがこの行動指針に基づき、常に適正な業

務の執行と改革・改善に努めていきます。

県の未来を担う人材を見出し、

職員が働きやすい環境づくりをサポートします。

人 事 委 員 会 年 報
令和６年度版

令和７年６月発行

編集・発行 静岡県人事委員会事務局

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

（TEL）054-221-2273 （FAX）054-254-3982
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静岡県人事委員会事務局

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

（電 話） 054-221-2 2 7 5
にっこりつなごう

（メール） shokuin@pref.shizuoka.lg.jp

（HP） httpｓ://www.pref.shizuoka.jp/kensei/saiyoinfo/employ/
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